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（
ｉ
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
完
全
所
有
す

る
法
人
、
お
よ
び
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
。

（
Ⅲ
）
一
九
八
六
年
内
国
歳
入
法
（
閂
具
の
目
囚
］
用
の
ぐ
の
目
の
Ｑ
己
の

具
邑
ｍ
ｅ

第
五
○
一
（
ｃ
）
項
の
も
と
で
課
税
を
免
除
さ
れ
る
善
意
の
民
間
会
員

制
ク
ラ
ブ
（
労
働
組
織
を
除
く
）
。

（
５
）
不
法
薬
物
（
三
侭
二
塁
ｌ
「
不
法
薬
物
」
と
い
う
用
語

は
、
規
制
物
質
法
ら
・
ロ
言
］
』
＆
の
ｇ
②
冨
口
・
の
⑩
缶
９
）
第
二
○
二
項
（
い
】

ロ
・
の
．
○
・
巴
巴
の
別
表
１
１
Ｖ
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
法
の
も
と
で
そ
の

所
持
ま
た
は
販
売
が
非
合
法
と
さ
れ
て
い
る
規
制
物
質
を
指
す
Ｃ
「
不
法
薬

物
」
と
い
う
用
語
は
、
正
当
な
処
方
に
従
っ
た
規
制
物
質
の
使
用
、
ま
た
は

本
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
そ
の
他
の
使
用
を
意
味
し
な
い
。

（
６
）
人
（
雪
・
巳
、
そ
の
他
・
Ｉ
「
人
」
、
「
労
働
組
織
」
、

「
雇
用
斡
旋
機
関
」
、
「
商
業
」
、
「
商
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
産
業
」
と
い

っ
た
用
語
は
、
’
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
○
一
項
（
慮
己
⑰
ｂ
・
巴
三
巴

で
か
か
る
用
語
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
と
す
る
。

（
７
）
有
資
格
の
障
害
者
ら
目
三
＆
閂
呂
三
Ｑ
目
］
ゴ
彗
幽
豆
の
‐

号
三
ｌ
「
有
資
格
の
障
害
者
」
と
い
う
用
語
は
、
合
理
的
適
応
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
人
が
保
有
ま
た
は
希
望
す
る
職
位
の
必
須
職
務
を
果

た
す
こ
と
の
で
き
る
障
害
者
を
指
す
。

（
８
）
合
理
的
適
応
角
８
…
三
二
８
・
日
日
皇
亘
ｌ

「
合
理
的
適
応
」
と
い
う
用
語
に
は
以
下
の
意
味
が
含
ま
れ
る
ｌ

（
Ａ
）
従
業
員
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
現
存
す
る
施
設
を
障
害
者
に
ア

ク
セ
シ
プ
ル
か
つ
使
用
可
能
に
す
る
こ
と
。

第
Ｖ
章
ｌ
雑
則

第
五
○
一
項
解
釈

第
五
○
二
項
報
復
と
威
圧
の
禁
止

第
五
○
三
項
州
の
免
責

第
五
○
四
項
「
建
築
物
と
交
通
機
関
に
関
す
る
改
善
命
令
委
員
会
」
に
よ

る
省
則

第
五
○
五
項
弁
護
士
料

第
五
○
六
項
技
術
援
助

第
五
○
七
項
連
邦
原
生
環
境
保
全
地
域

第
五
○
八
項
服
装
倒
錯
者

第
五
○
九
項
議
会
の
包
含

第
五
一
○
項
不
法
薬
物
使
用

第
五
二
項
定
義

第
五
一
二
項
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
の
改
正

第
五
一
三
項
分
離
可
能
性

第
Ⅳ
章
ｌ
電
気
通
信
リ
レ
！
サ
ー
ビ
ス

第
四
○
一
項
聴
覚
障
害
者
お
よ
び
言
語
障
害
者
の
た
め
の
電
気
通
信
サ
ー

ビ
ス

第
三
○
八
項
施
行

第
三
○
九
項
発
効
曰

（
Ｂ
）
仕
事
の
再
編
成
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ま
た
は
変
更
さ
れ
た
勤
務
日

程
、
空
位
の
地
位
へ
の
任
命
変
更
、
機
器
ま
た
は
装
置
の
取
得
ま
た
は
改

変
、
試
験
、
訓
練
教
材
ま
た
は
方
針
の
適
当
な
調
整
ま
た
は
変
更
、
有
資

格
の
朗
読
者
ま
た
は
通
訳
の
提
供
、
お
よ
び
そ
の
他
、
障
害
者
の
た
め
の

同
様
の
適
応
化
。

（
９
）
重
大
な
支
障
（
□
＆
月
田
言
与
）
ｌ

（
Ａ
）
原
則
ｌ
「
重
大
な
支
障
」
と
い
う
用
語
は
、
著
し
い
困
難
霞

た
は
出
費
を
伴
う
措
置
を
意
味
す
る
。

（
Ｂ
）
判
断
ｌ
適
応
化
が
適
用
対
象
事
業
体
に
重
大
な
支
障
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
因
に

は
以
下
の
も
の
が
あ
る
Ｉ

（
１
）
従
業
員
数
、
施
設
の
数
お
よ
び
種
類
、
予
算
の
規
模
を
考
慮

し
た
、
適
用
対
象
事
業
体
の
全
体
的
事
業
規
模
。

盆
）
労
働
力
の
構
成
内
容
や
構
造
を
含
む
、
適
用
対
象
事
業
体
に

よ
っ
て
維
持
継
続
さ
れ
る
事
業
の
種
類
。

《
巴
本
法
律
の
も
と
で
必
要
と
さ
れ
る
適
応
化
の
性
質
と
費
用
。

第
一
○
二
項
差
別

（
ａ
）
原
則
ｌ
い
か
な
る
適
用
対
象
事
業
体
も
、
求
人
応
募
手
続
き
、

従
業
員
の
採
用
や
解
雇
、
従
業
員
報
酬
、
昇
進
、
職
業
訓
練
、
お
よ
び
そ
の

他
の
雇
用
の
条
件
お
よ
び
特
権
に
関
し
て
、
有
資
格
の
障
害
者
を
障
害
ゆ
え

に
差
別
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
ｂ
）
解
釈
ｌ
上
記
の
（
ａ
）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
差
別
」
と
い
う

用
語
に
は
以
下
の
意
味
が
含
ま
れ
る
－
－

（
１
）
求
人
応
募
者
ま
た
は
従
業
員
を
、
そ
の
障
害
ゆ
え
に
、
か
か
る
応

第
一
○
一
項
定
義

本
章
で
の
用
法
函

（
１
）
委
員
会
（
○
・
三
“
言
）
ｌ
「
委
員
会
「
｜
と
い
う
用
語
は
、

一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
○
五
項
（
色
□
・
の
．
。
・
９
９
の
’
一
）
に

よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
雇
用
機
会
均
等
委
員
会
（
ロ
ロ
ロ
巴
向
日
ロ
］
。
『
日
の
貝

ｏ
ｂ
ｂ
ｏ
Ｈ
日
昌
②
○
・
日
目
勝
の
ご
ロ
）
を
指
す
。

（
２
）
適
用
対
象
事
業
体
（
○
・
割
量
三
二
）
ｌ
「
適
用
対
象
事

業
体
」
と
い
う
用
語
は
、
雇
用
主
、
雇
用
斡
旋
機
関
、
労
働
組
織
、
労
使
合

同
委
員
会
を
指
す
。

（
３
）
従
業
員
（
因
昌
・
…
）
ｌ
「
従
業
員
」
と
い
う
用
語
は
、
雇

用
主
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
た
個
人
を
指
す
。

（
４
）
雇
用
主
（
因
昌
・
『
①
『
）
ｌ

（
Ａ
）
「
雇
用
主
」
と
い
う
用
語
は
、
当
暦
年
ま
た
は
前
暦
年
の
二
○

週
以
上
の
各
週
の
各
仕
事
日
に
一
五
名
以
上
の
従
業
員
を
有
す
る
、
商
業

に
影
響
を
及
ぼ
す
産
業
に
従
事
し
て
い
る
人
、
お
よ
び
か
か
る
人
の
代
理

人
を
指
す
。
た
だ
し
、
本
章
の
発
効
曰
以
後
二
年
の
間
は
、
雇
用
主
は
、

当
暦
年
ま
た
は
前
暦
年
の
二
○
週
以
上
の
各
週
の
各
仕
事
日
に
二
五
名
以

上
の
従
業
員
を
有
す
る
、
商
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
産
業
に
従
事
し
て
い
る

人
、
お
よ
び
か
か
る
人
の
代
理
人
を
指
す
。

（
Ｂ
）
例
外
ｌ
「
雇
用
主
」
と
い
う
用
語
は
、
以
下
を
含
ま
な

い

第
Ｉ
章
ｌ
雇
用
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必
要
と
さ
れ
る
職
務
を
遂
行
す
る
応
募
者
の
能
力
に
関
し
て
、
採
用
前
の

問
い
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
採
用
時
健
康
診
断
ｌ
適
用
対
象
事
業
体
は
、
以
下
の
場
合
に

は
、
求
人
応
募
者
が
採
用
さ
れ
て
以
後
、
か
つ
、
か
か
る
応
募
者
が
職
務
を

開
始
す
る
以
前
に
健
康
診
断
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
か
か
る

健
康
診
断
の
結
果
を
採
用
の
条
件
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
ｌ

（
Ａ
）
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
従
業
員
が
か
か
る
健

康
診
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
。

（
Ｂ
）
応
募
者
の
健
康
状
態
や
病
歴
に
関
し
て
得
ら
れ
る
情
報
が
、
別

個
の
書
式
で
別
個
の
医
療
フ
ァ
イ
ル
に
収
集
、
保
管
さ
れ
、
か
つ
、
機
密

医
療
記
録
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
．
た
だ
し
Ｉ

（
１
）
監
督
者
や
管
理
者
は
、
従
業
員
の
仕
事
や
職
務
に
対
し
て
設

け
る
必
要
の
あ
る
制
限
お
よ
び
必
要
な
合
理
的
適
応
措
置
に
関
し
て
通

知
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

霊
）
救
急
医
療
お
よ
び
安
全
担
当
職
員
は
、
適
宜
、
障
害
が
緊
急

治
療
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
斑
）
本
法
律
の
遵
守
に
関
し
て
調
査
す
る
政
府
当
局
者
は
、
請
求

次
第
、
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
ｃ
）
か
か
る
健
康
診
断
の
結
果
は
、
本
章
に
従
っ
た
形
で
の
み
使
用

さ
れ
る
。

（
４
）
健
康
診
断
と
問
い
合
わ
せ
ｌ

（
Ａ
）
健
康
診
断
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
の
禁
止
ｌ
適
用
対
象
事
業
体

は
、
健
康
診
断
を
実
施
ま
た
は
義
務
付
け
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
従
業

募
者
ま
た
は
従
業
員
の
機
会
ま
た
は
地
位
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
形
で
制
限
、

分
離
、
ま
た
は
分
類
す
る
こ
と
。

（
２
）
障
害
の
あ
る
有
資
格
の
応
募
者
ま
た
は
従
業
員
を
本
章
で
禁
じ
ら

れ
た
差
別
に
さ
ら
す
効
果
を
も
つ
契
約
そ
の
他
の
協
定
ま
た
は
関
係
に
関
与

す
る
こ
と
（
か
か
る
関
係
に
は
、
職
業
斡
旋
ま
た
は
紹
介
機
関
、
労
働
組

合
、
適
用
対
象
事
業
体
の
従
業
員
に
付
加
給
付
を
提
供
し
て
い
る
機
関
、
も

し
く
は
訓
練
お
よ
び
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
る
機
関
と
の
関
係
が

含
ま
れ
る
）
。

（
３
）
以
下
の
よ
う
な
管
理
の
標
準
・
基
準
・
方
法
を
利
用
す
る
こ

と
ｌ

（
Ａ
）
障
害
に
よ
る
差
別
の
効
果
を
も
つ
も
の
。

（
Ｂ
）
一
般
の
管
理
規
制
に
従
う
他
の
者
の
差
別
を
永
続
さ
せ
る
も

の
。（
４
）
有
資
格
の
個
人
が
関
係
ま
た
は
交
際
を
も
つ
こ
と
が
判
明
し
て
い

る
個
人
が
有
す
る
既
知
の
障
害
ゆ
え
に
、
有
資
格
の
個
人
に
対
す
る
平
等
な

雇
用
ま
た
は
給
付
を
排
除
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
与
え
な
い
こ
と
。

（
５
）
応
募
者
ま
た
は
従
業
員
で
あ
る
有
資
格
の
個
人
の
既
知
の
身
体
的

・
精
神
的
制
限
に
対
す
る
合
理
的
適
応
を
行
わ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
合
理

的
適
応
が
か
か
る
適
用
対
象
事
業
体
の
事
業
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
も
た

ら
す
こ
と
を
か
か
る
適
用
対
象
事
業
体
が
実
証
可
能
な
場
合
は
そ
の
限
り
で

は
な
い
。

（
６
）
従
業
員
ま
た
は
応
募
者
の
身
体
的
・
精
神
的
障
害
に
対
す
る
合
理

的
適
応
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
有
資
格
の
障
害
者
で
あ
る
求

人
応
募
者
ま
た
は
従
業
員
に
雇
用
機
会
を
与
え
な
い
こ
と
。

員
に
つ
い
て
、
か
か
る
従
業
員
が
障
害
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、

あ
る
い
は
障
害
の
性
質
や
重
度
に
関
し
て
、
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
か
か
る
健
康
診
断
や
問
い
合
わ
せ
が
職
務
に
関
連
し

た
も
の
で
あ
っ
て
事
業
上
の
必
要
性
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証

明
さ
れ
る
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
Ｂ
）
許
容
可
能
な
問
い
合
わ
せ
ｌ
適
用
対
象
事
業
体
は
、
仕
事
上

必
要
と
さ
れ
る
職
務
を
遂
行
す
る
従
業
員
の
能
力
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ

せ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
○
三
項
弁
明

（
ａ
）
原
則
ｌ
障
害
者
を
ふ
る
い
落
と
す
も
し
く
は
ふ
る
い
落
と
す

こ
と
に
資
す
る
、
ま
た
は
障
害
者
に
対
し
て
仕
事
や
給
付
を
与
え
な
い
、
資

格
要
件
に
関
す
る
基
準
、
試
験
、
ま
た
は
選
抜
基
準
の
適
用
で
あ
る
と
申
し

立
て
ら
れ
た
内
容
が
、
職
務
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ
て
事
業
上
の
必
要
性

に
合
致
し
て
お
り
、
合
理
的
適
応
を
行
っ
て
も
か
か
る
職
務
を
遂
行
で
き
な

い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
法
律
の
も
と
で
の
差
別
の
嫌
疑
に
対
す

る
弁
明
と
な
り
う
る
。

（
ｂ
）
資
格
要
件
に
関
す
る
基
準
ら
目
三
８
蔑
・
目
の
圃
口
忌
昌
、
）

ｌ
「
資
格
要
件
に
関
す
る
基
準
」
と
い
う
用
語
に
は
、
「
目
下
伝
染
病
や

感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
個
人
は
職
場
に
い
る
他
の
個
人
の
健
康
や
安
全
に

直
接
的
な
脅
威
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
」
と
い
う
要
件
を
含
め
る
こ
と
が
で

き
る
。（
。
）
宗
教
事
業
体
ｌ

（
１
）
原
則
ｌ
本
章
は
、
宗
教
的
な
法
人
、
協
会
、
教
育
機
関
、
団

体
が
、
そ
の
活
動
の
継
続
に
関
連
し
た
仕
事
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
特
定

（
７
）
障
害
者
ま
た
は
障
害
者
集
団
を
ふ
る
い
落
と
す
、
も
し
く
は
ふ
る

い
落
と
す
こ
と
に
資
す
る
採
用
試
験
や
そ
の
他
の
選
抜
基
準
を
用
い
る
こ

と
。
た
だ
し
、
適
用
対
象
事
業
体
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
試
験
ま
た
は
そ
の

他
の
選
抜
基
準
が
当
該
の
地
位
の
職
務
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証

明
さ
れ
、
か
つ
、
事
業
上
の
必
要
性
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
そ
の

限
り
で
は
な
い
。

（
８
）
感
覚
技
能
、
運
動
技
能
、
ま
た
は
言
語
技
能
の
面
の
障
害
を
も
つ

求
人
応
募
者
ま
た
は
従
業
員
に
試
験
を
実
施
す
る
際
に
、
試
験
の
結
果
が
、

試
験
が
測
定
し
よ
う
と
す
る
応
募
者
ま
た
は
従
業
員
の
技
能
、
適
性
、
お
よ

び
そ
の
他
の
い
か
な
る
要
素
を
も
正
確
に
反
映
す
る
も
の
（
か
か
る
応
募
者

ま
た
は
従
業
員
の
感
覚
・
運
動
・
言
語
技
能
の
障
害
を
反
映
す
る
の
で
は
な

く
）
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
の
最
も
効
果
的
な
方
法
に
よ
っ
て
雇
用

に
関
す
る
試
験
を
選
択
し
実
施
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
（
た
だ
し
、
か
か
る

技
能
が
試
験
が
測
定
し
よ
う
と
す
る
要
素
で
あ
る
場
合
は
除
く
）
。

（
ｃ
）
健
康
診
断
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
Ｉ

（
１
）
原
則
ｌ
上
記
の
（
ａ
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
差
別
の
禁
止
に

は
、
健
康
診
断
と
問
い
合
わ
せ
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
採
用
前
ｌ

（
Ａ
）
健
康
診
断
ま
た
は
問
い
合
わ
せ
の
禁
止
ｌ
下
記
の
（
３
）
で

規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
適
用
対
象
事
業
体
は
、
健
康
診
断
を
行

っ
た
り
、
求
人
応
募
者
ま
た
は
従
業
員
に
つ
い
て
、
か
か
る
応
募
者
ま
た

は
従
業
員
が
障
害
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
か
か
る
障

害
の
性
質
や
重
度
に
関
し
て
、
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
Ｂ
）
許
容
可
能
な
問
い
合
わ
せ
ｌ
適
用
対
象
事
業
体
は
、
仕
事
上
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宗
教
を
も
つ
個
人
に
雇
用
面
で
の
優
先
性
を
与
え
る
こ
と
を
禁
止
し
な

い
も
の
と
す
る
。

（
２
）
資
格
要
件
に
関
す
る
基
準
ｌ
本
章
の
も
と
で
は
、
宗
教
組
織

は
、
雇
用
の
資
格
要
件
に
関
す
る
基
準
と
し
て
、
す
べ
て
の
応
募
者
お
よ

び
従
業
員
が
か
か
る
組
織
の
宗
教
的
教
義
に
従
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
一
○
四
項
不
法
薬
物
お
よ
び
ア
ル
コ
ー
ル

（
ａ
）
有
資
格
の
障
害
者
ｌ
本
章
の
も
と
で
は
、
「
有
資
格
の
障
害

者
」
と
い
う
用
語
に
は
、
不
法
薬
物
を
現
在
使
用
し
て
い
る
従
業
員
や
応
募

者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
外
の
障
害
を
も
つ
個
人

が
薬
物
を
使
用
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
薬
物
中
毒
で
も
あ
る
と
し
て
も
、

か
か
る
個
人
は
本
法
律
の
保
護
か
ら
除
外
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
ｂ
）
適
用
対
象
事
業
体
の
権
限
ｌ
適
用
対
象
事
業
体
は
ｌ

（
１
）
職
場
で
の
ア
ル
コ
ー
ル
や
不
法
薬
物
の
使
用
を
す
べ
て
の
従
業

員
に
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
従
業
員
が
職
場
で
ア
ル
コ
ー
ル
や
不
法
薬
物
の
影
響
を
受
け
て

は
な
ら
な
い
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
従
業
員
が
一
九
八
八
年
職
場
薬
物
排
除
法
（
ロ
日
中
甸
吋
の
①

三
・
円
百
］
口
８
．
ｍ
】
や
霊
）
仁
】
ロ
・
の
。
○
『
宮
以
下
）
の
も
と
で
定
め
ら

れ
て
い
る
要
件
に
従
っ
て
行
動
し
、
運
輸
関
係
従
業
員
が
薬
物
お
よ
び
ア

ル
コ
ー
ル
に
関
し
て
運
輸
長
官
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
要
件
を
満
た
す
こ

と
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
満
足
の
行
か
な
い
職
務
遂
行
や
行
動
が
薬
物
使
用
や
ア
ル
コ
ー

ル
中
毒
に
関
連
し
て
い
る
場
合
で
も
、
薬
物
使
用
者
ま
た
は
ア
ル
コ
ー
ル

第
二
○
一
項
定
義

本
章
の
用
法
で
は
、
「
有
資
格
の
障
害
者
」
と
い
う
用
語
は
、
規
則
・
方

針
・
慣
行
の
合
理
的
改
変
、
建
築
物
・
通
信
・
輸
送
上
の
障
壁
の
除
去
、
補

助
の
た
め
の
機
器
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
州
ま
た
は

地
方
自
治
体
の
部
局
、
機
関
、
特
殊
目
的
地
区
そ
の
他
の
手
段
に
よ
っ
て
提

供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
受
容
、
ま
た
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
し
く
は
活
動
へ
の
参

加
に
関
す
る
必
須
資
格
要
件
を
満
た
す
障
害
者
を
指
す
。

第
二
○
二
項
差
別

有
資
格
の
障
害
者
は
、
障
害
ゆ
え
に
、
州
ま
た
は
地
方
自
治
体
の
部
局
、

機
関
、
特
殊
目
的
地
区
そ
の
他
の
手
段
へ
の
参
加
か
ら
排
除
さ
れ
た
り
、
そ

れ
ら
の
恩
恵
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
そ
れ
ら
に
よ
る
差
別
に
さ
ら
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

第
二
○
三
項
公
共
事
業
体
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
、
差
別
的
と
み
な
さ
れ

る
公
共
輸
送
に
適
用
さ
れ
る
措
置
。

（
ａ
）
定
義
ｌ
本
章
の
用
法
で
は
、
「
公
共
輸
送
」
と
い
う
用
語
は
、

定
期
的
・
維
続
的
に
一
般
市
民
に
対
し
て
一
般
ま
た
は
特
殊
サ
ー
ビ
ス
（
チ

七
○
七
、
七
○
九
、
七
一
○
項
ｐ
西
口
・
の
．
○
・
豐
三
①
１
ｍ
・
笘
ｓ
の
占
・

旨
ｓ
の
＆
・
豐
三
９
ｓ
に
記
さ
れ
た
救
済
措
置
お
よ
び
手
続
き
が
利
用
可
能

で
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
○
八
項
発
効
日

本
章
は
制
定
日
か
ら
二
四
か
月
後
に
発
効
す
る
も
の
と
す
る
。

第
Ⅱ
章
Ｉ
公
的
サ
ー
ビ
ス

中
毒
で
あ
る
従
業
員
を
、
そ
の
他
の
従
業
員
を
拘
束
し
て
い
る
の
と
同

じ
、
雇
用
ま
た
は
職
務
遂
行
お
よ
び
行
動
に
つ
い
て
の
資
格
要
件
に
関
す

る
基
準
に
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
。
）
薬
物
検
査
Ｉ

（
１
）
原
則
ｌ
本
章
の
も
と
で
は
、
不
法
薬
物
の
使
用
の
有
無
を
判

定
す
る
た
め
の
検
査
は
健
康
診
断
と
は
み
な
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
２
）
解
釈
ｌ
本
章
中
の
い
か
な
る
語
句
も
、
求
人
応
募
者
ま
た

は
従
業
員
の
薬
物
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
や
、
か
か
る
検
査
の
結
果
に
も

と
づ
い
て
雇
用
決
定
を
行
う
こ
と
を
奨
励
、
禁
止
、
許
可
す
る
も
の
と
解

釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
○
五
項
告
知
の
掲
示

本
章
の
適
用
対
象
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
雇
用
主
、
雇
用
斡
旋
機
関
、
労
働
組

織
、
労
使
合
同
委
員
会
は
、
本
法
律
の
当
該
規
定
に
つ
い
て
述
べ
た
告
知
を
、

一
九
六
四
年
公
民
権
注
第
七
一
一
項
（
邑
己
・
の
．
○
・
画
Ｃ
ｓ
の
‐
ご
）
で
規
定
さ

れ
た
方
法
で
、
応
募
者
、
従
業
員
お
よ
び
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
ア
ク
セ
シ

プ
ル
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
○
六
項
省
則

本
法
律
の
制
定
曰
か
ら
一
年
以
内
に
、
委
員
会
は
、
合
衆
国
法
第
五
編
第

五
章
第
二
項
に
従
っ
て
本
章
を
実
施
す
る
た
め
の
省
則
を
ア
ク
セ
シ
プ
ル

な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
発
布
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
○
七
項
施
行

雇
用
に
関
す
る
本
法
律
の
規
定
ま
た
は
第
一
○
六
項
の
も
と
で
発
布
さ
れ

る
省
則
に
違
反
し
た
、
障
害
ゆ
え
の
差
別
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
確
信
す
る

個
人
、
ま
た
は
委
員
会
に
関
し
て
は
、
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
○
六
、

ヤ
ー
タ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
）
を
提
供
す
る
、
パ
ス
や
鉄
道
に
よ
る
、

ま
た
は
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
輸
送
機
関
（
空
輸
は
除
く
）
に
よ
る
輸
送
を

指
す
。（
ｂ
）
車
両
（
三
・
］
冊
）
ｌ

（
１
）
新
し
い
バ
ス
、
鉄
道
車
両
、
そ
の
他
の
固
定
路
線
車
両
ｌ

公
共
事
業
体
が
、
公
共
輸
送
に
使
用
す
る
た
め
の
新
し
い
固
定
路
線
パ
ス

（
サ
イ
ズ
は
問
わ
ず
）
、
新
し
い
都
市
間
鉄
道
車
両
、
新
し
い
通
勤
鉄
道

車
両
、
新
し
い
高
速
鉄
道
車
両
、
新
し
い
軽
便
鉄
道
車
両
ま
た
は
そ
の
他

の
公
共
輸
送
に
使
用
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
固
定
路
線
車
両
の
購

入
ま
た
は
賃
借
を
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
三
○
日
経
過
以
後
に
約
定
す
る

こ
と
は
、
か
か
る
パ
ス
、
鉄
道
、
そ
の
他
の
車
両
が
、
車
椅
子
の
使
用
者

を
含
む
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
で
な
い
な
ら
ば
、

本
性
律
お
よ
び
一
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
四
項

ｓ
①
ご
・
の
．
○
・
忌
む
の
も
と
で
の
差
別
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
中
古
車
両
ｌ
公
共
事
業
体
が
本
法
律
の
制
定
日
以
後
に
公

共
輸
送
に
使
用
す
る
た
め
の
中
古
車
両
を
購
入
ま
た
は
賃
借
す
る
場
合
に

は
、
か
か
る
個
人
ま
た
は
事
業
体
は
、
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者

に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
な
中
古
車
両
を
購
入
ま
た
は
賃
借

す
る
た
め
の
誠
意
あ
る
努
力
を
示
す
も
の
と
す
る
。

（
３
）
再
製
造
車
両
ｌ
公
共
事
業
体
が
公
共
輸
送
に
使
用
す
る
た

め
の
車
両
を
再
製
造
し
て
、
も
し
く
は
再
製
造
車
両
を
購
入
ま
た
は
賃
借

し
て
、
そ
の
車
両
の
耐
用
寿
命
を
五
年
以
上
延
長
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ

の
車
両
は
、
実
行
可
能
な
最
大
限
の
程
度
ま
で
、
車
椅
子
の
使
用
者
を
含

む
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
も
の
と
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新
し
い
パ
ス
（
サ
イ
ズ
は
問
わ
ず
）
を
購
入
す
る
義
務
を
一
時
的
に
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
ｌ

（
１
）
す
べ
て
の
新
し
い
バ
ス
は
リ
フ
ト
付
き
の
も
の
、
ま
た
は
、
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
障
害
者
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
な
も
の
と
な

る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
公
共
事
業
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
新
し
い
パ

ス
に
関
す
る
当
初
の
約
定
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

（
２
）
か
か
る
新
し
い
パ
ス
の
た
め
の
油
圧
式
、
電
気
機
械
式
そ
の
他

の
リ
フ
ト
が
い
か
な
る
適
格
の
メ
ー
カ
ー
か
ら
も
入
手
で
き
な
い
こ
と
。

（
３
）
一
時
的
免
除
を
求
め
る
公
共
事
業
体
が
、
か
か
る
約
定
を
遵
守

す
る
の
に
十
分
間
に
合
う
時
間
内
に
か
か
る
パ
ス
の
メ
ー
カ
ー
に
リ
フ
ト

を
供
給
し
う
る
適
格
の
メ
ー
カ
ー
を
探
し
出
す
た
め
の
誠
意
あ
る
努
力
を

行
っ
た
こ
と
。
か
つ
、

（
４
）
か
か
る
リ
フ
ト
を
調
達
す
る
必
要
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
新

し
い
パ
ス
の
購
入
が
さ
ら
に
遅
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
公
共
事
業
体
の
サ
ー

ビ
ス
対
象
地
域
に
お
け
る
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
著
し
く
損
ね
る
こ
と
。

Ｆ
）
解
釈
Ｉ

（
１
）
原
則
ｌ
上
記
の
サ
プ
セ
ク
シ
ョ
ン
（
。
）
の
も
と
で
認
め

ら
れ
た
免
除
は
、
指
定
さ
れ
た
期
日
ま
で
の
期
間
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と

し
、
ま
た
、
議
会
の
当
該
委
員
会
は
、
認
め
ら
れ
た
か
か
る
免
除
に
つ
い

て
の
通
知
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
不
正
申
請
ｌ
か
か
る
免
除
が
不
正
に
申
請
さ
れ
た
こ
と
を
運

輸
長
官
が
随
時
十
分
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
確
信
す
る
場
合
は
、
運
輸
長

官
は
ｌ（
Ａ
）
か
か
る
免
除
が
依
然
と
し
て
効
力
を
も
っ
て
い
る
場
合
に

す
る
。

（
ｃ
）
固
定
路
線
公
共
輸
送
シ
ス
テ
ム
の
補
助
と
し
て
の
パ
ラ
ト
ラ
ン
ジ

ッ
卜
（
勺
…
３
塁
）
ｌ

（
１
）
原
則
ｌ
公
共
事
業
体
が
公
共
輸
送
を
提
供
す
る
た
め
に
固
定

路
線
公
共
輸
送
シ
ス
テ
ム
を
運
営
し
て
い
る
場
合
に
は
、
公
共
輸
送
を
提

供
す
る
責
任
を
も
つ
公
共
輸
送
事
業
体
が
、
固
定
路
線
公
共
輸
送
を
使
用

す
る
個
人
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
同
等
の
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
に
十
分
な
パ
ラ
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
ま
た
は
そ
の
他
の
特
別
輸
送
サ
ー
ビ
ス

を
、
そ
れ
な
し
で
は
固
定
路
線
公
共
輸
送
を
使
用
で
き
な
い
車
椅
子
の
使

用
者
を
含
む
障
害
者
、
お
よ
び
、
か
か
る
障
害
者
と
関
係
の
あ
る
個
人
に

対
し
、
運
輸
長
官
に
よ
り
発
布
さ
れ
る
省
則
の
も
と
で
定
め
ら
れ
た
サ
ー

ビ
ス
基
準
に
従
っ
て
提
供
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
は
、
本
法
律
お
よ
び
一

九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
四
項
の
も
と
で
の
差
別
と
み

な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
共
輸
送
事
業
体
が
、
パ
ラ
ト
ラ
ン

ジ
ッ
卜
ま
た
は
そ
の
他
の
特
別
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
公
共
輸
送
事
業

体
に
重
大
な
財
務
負
担
を
も
た
ら
す
こ
と
を
実
証
で
き
る
場
合
は
そ
の
限

り
で
は
な
い
。

（
２
）
重
大
な
財
務
負
担
Ｉ
同
等
の
バ
ラ
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
ま
た
は
そ

の
他
の
特
別
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
公
共
輸
送
事
業
体
に
重
大
な
財
務

負
担
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
、
事
業
体
は
、
か
か
る
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
事
業
体
に
重
大
な
財
務
負
担
を
も
た
ら
さ
な
い
程

度
ま
で
、
パ
ラ
ト
ラ
ン
ジ
ッ
卜
ま
た
は
そ
の
他
の
特
別
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
省
則
Ｉ

は
、
か
か
る
免
除
を
取
り
消
す
。

（
Ｂ
）
運
輸
長
官
が
妥
当
と
み
な
す
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
。

（
９
）
新
し
い
施
設
１
本
法
律
お
よ
び
一
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
法
第
五
○
四
項
（
鱈
□
．
②
○
・
己
ら
の
も
と
で
は
、
公
共
事
業
体

が
、
バ
ス
・
サ
ー
ビ
ス
、
都
市
間
鉄
道
サ
ー
ビ
ス
、
高
速
鉄
道
サ
ー
ビ
ス
、

通
勤
鉄
道
サ
ー
ビ
ス
、
軽
便
鉄
道
サ
ー
ビ
ス
、
お
よ
び
そ
の
他
の
公
共
輸
送

の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
公
共
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
使
用
す
る
目
的

で
建
造
す
る
新
し
い
施
設
が
、
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
容
易
に

ア
ク
セ
シ
プ
ル
か
つ
利
用
可
能
で
な
い
場
合
は
、
差
別
と
み
な
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。

（
ｈ
）
既
存
の
施
設
の
改
変
ｌ
公
共
輸
送
の
た
め
に
使
用
さ
れ
、
公
共

事
業
体
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
公
共
事
業
体
に
代
っ
て
、
も
し
く
は
公
共
事
業

体
の
使
用
の
た
め
に
、
施
設
ま
た
は
施
設
の
一
部
の
可
用
性
に
影
響
を
及
ぼ

す
、
も
し
く
は
及
ぼ
し
う
る
形
で
改
変
さ
れ
る
施
設
ま
た
は
施
設
の
一
部
に

関
し
て
、
か
か
る
個
人
ま
た
は
事
業
体
が
、
実
行
可
能
な
最
大
限
の
程
度
ま

で
施
設
の
改
変
部
分
が
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ

シ
プ
ル
で
利
用
可
能
と
な
る
形
で
改
変
を
行
う
こ
と
を
怠
る
こ
と
は
、
本
章

お
よ
び
一
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
注
第
五
○
四
項
（
圏
ロ
、
．
○
・

ろ
ｅ
の
も
と
で
の
差
別
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
か
か
る
公
共
事
業
体

が
、
（
運
輸
長
官
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
基
準
の
も
と
で
定
義
さ
れ
る
）
施

設
の
可
用
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
、
も
し
く
は
及
ぼ
し
う
る
大
規
模
な
構
造
的

改
変
を
行
う
場
合
に
は
、
か
か
る
公
共
事
業
体
は
ま
た
，
改
変
さ
れ
た
エ
リ

ア
へ
の
通
路
、
お
よ
び
か
か
る
エ
リ
ア
に
あ
る
ト
イ
レ
、
電
話
、
水
飲
み
場
が
、

実
行
可
能
な
最
大
限
の
程
度
ま
で
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
容
易

（
Ａ
）
公
式
１
１
と
の
サ
プ
セ
ク
シ
ョ
ン
の
も
と
で
重
大
な
財
務
負

担
と
さ
れ
る
も
の
を
決
定
す
る
た
め
の
、
運
輸
長
官
に
よ
り
発
布
さ
れ

る
省
則
に
は
、
人
口
等
の
妥
当
な
地
域
的
特
徴
を
組
み
入
れ
た
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
な
数
値
的
公
式
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
Ｂ
）
付
加
的
バ
ラ
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
Ｉ
上
記
の
パ
ラ

グ
ラ
フ
（
１
）
と
（
２
）
に
か
か
わ
り
な
く
、
運
輸
長
官
は
、
そ
の
裁

量
に
よ
り
、
か
か
る
公
式
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
数
量
を
超
え
た
パ
ラ

ト
ラ
ン
ジ
ッ
卜
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
公
共
輸
送
当
局
に
義

務
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｄ
）
｜
般
市
民
の
た
め
の
地
域
運
営
随
時
運
行
シ
ス
テ
ム
ー
公
共

事
業
体
が
、
一
般
市
民
に
公
共
輸
送
を
提
供
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
随
時

運
行
シ
ス
テ
ム
を
運
営
し
て
い
る
場
合
に
は
、
か
か
る
個
人
ま
た
は
事
業
体

が
、
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
用
意
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
か
つ
利
用

可
能
で
は
な
い
新
し
い
車
両
の
購
入
ま
た
は
賃
借
を
こ
の
法
律
の
制
定
曰
か

ら
三
○
日
経
過
以
後
に
約
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
法
律
お
よ
び
一
九
七
三
年

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
四
項
（
遷
己
・
の
．
○
・
己
ら
の
も
と
で
の
差

別
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
シ
ス
テ
ム
が
、
全
体
と

し
て
み
て
、
一
般
市
民
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
と
同
等
の
レ
ベ
ル
の
サ

ー
ビ
ス
を
障
害
者
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
事
業
体
が
実
証
で

き
る
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
。
）
リ
フ
ト
（
昇
降
機
）
が
利
用
で
き
な
い
場
合
の
一
時
的
免
除
ｌ

新
し
い
パ
ス
の
購
入
に
関
し
て
、
公
共
企
業
体
が
以
下
の
こ
と
を
実
証
す
る

な
ら
ば
、
か
か
る
公
共
事
業
体
の
申
請
に
も
と
づ
き
、
運
輸
長
官
は
か
か
る

公
共
事
業
体
に
対
し
て
、
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
な
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れ
る
。
（
一
九
七
八
年
一
月
一
三
日
に
保
健
・
教
育
・
福
祉
省
に
よ
っ
て
発

布
さ
れ
た
）
連
邦
規
制
基
準
第
二
八
編
第
四
一
部
の
調
整
規
制
と
一
貫
性
を

も
つ
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ア
ク
セ
シ
ピ
リ
テ
ィ
、
既

存
の
施
設
」
お
よ
び
「
通
信
」
に
関
し
て
は
、
か
か
る
省
則
は
、
一
九
七
三

年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
四
項
（
遷
己
・
の
・
○
．
忌
む
の
も
と
で

の
連
邦
運
営
事
業
に
適
用
さ
れ
る
連
邦
規
制
基
準
第
二
八
編
第
三
九
部
に
あ

る
よ
う
な
規
制
お
よ
び
分
析
と
一
貫
性
を
も
つ
も
の
と
す
る
。

（
１
）
原
則
１
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
運
輸
長
官

は
、
本
章
の
二
○
三
項
の
対
象
と
な
る
施
設
お
よ
び
車
両
に
適
用
さ
れ
る

基
準
を
含
む
省
則
を
ア
ク
セ
シ
プ
ル
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
発
布
す
る
も
の

と
す
る
。

（
２
）
基
準
の
一
致
Ｉ
か
か
る
基
準
は
、
第
五
○
四
項
に
従
っ
て

「
建
築
物
と
交
通
機
関
に
関
す
る
改
善
命
令
委
員
会
」
（
し
目
冨
（
の
。
甘
‐

国
】
目
ｑ
目
円
目
〕
の
己
。
Ｈ
甘
働
○
口
国
胃
目
の
円
の
〔
ご
目
己
二
四
口
ｏ
の
因
・
囚
＆
）

に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
最
低
基
準
お
よ
び
要
件
と
一
貫
性
を
も
つ
も
の
と

す
る
。

第
二
○
五
項
施
行

公
的
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
、
本
性
律
ま
た
は
第
二
○
四
項
の
も
と
で
発
布

さ
れ
る
省
則
に
違
反
し
た
、
障
害
ゆ
え
の
差
別
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
確
信

す
る
個
人
に
関
し
て
は
、
一
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
五

項
（
遷
己
、
。
○
・
ろ
歯
）
に
記
さ
れ
た
救
済
方
法
、
手
続
き
、
お
よ
び
権
利

が
利
用
可
能
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
○
六
項
発
効
日
一

に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
と
な
る
形
で
改
変
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
ｉ
）
既
存
の
施
設
、
都
市
間
鉄
道
、
高
速
鉄
道
、
軽
便
鉄
道
、
通
勤
鉄

道
シ
ス
テ
ム
、
主
要
駅
ｌ

（
１
）
既
存
の
施
設
ｌ
下
記
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
（
３
）
で
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
き
、
公
共
輸
送
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
既
存
の
施
設
に
関

し
て
、
か
か
る
施
設
で
実
施
さ
れ
る
か
か
る
公
共
輸
送
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
た

は
事
業
を
、
か
か
る
施
設
が
全
体
と
し
て
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害

者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
と
な
る
よ
う
に
運
営
す
る
こ
と

を
公
共
事
業
体
が
怠
る
こ
と
は
、
本
法
律
お
よ
び
一
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
四
項
（
＄
ロ
・
の
。
○
・
ど
ら
の
も
と
で
の
差
別
と

み
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
都
市
間
、
高
速
、
軽
便
、
通
勤
鉄
道
シ
ス
テ
ム
ー
都
市
間
、

高
速
、
軽
便
、
通
勤
鉄
道
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
運
行
さ
れ
る
車
両
に
関

し
て
、
実
行
可
能
に
な
り
次
第
（
た
だ
し
遅
く
と
も
五
年
以
内
に
）
、

公
共
事
業
体
が
、
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ

プ
ル
な
車
両
を
少
な
く
と
も
一
便
に
つ
き
一
両
設
け
る
こ
と
を
怠
る
こ
と

は
、
本
章
お
よ
び
一
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
四
項

（
遷
口
、
．
○
・
『
震
）
の
も
と
で
の
差
別
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）
主
要
駅
ｌ

（
Ａ
）
原
則
ｌ
公
共
事
業
体
が
、
都
市
間
鉄
道
シ
ス
テ
ム
の

駅
、
お
よ
び
、
高
速
鉄
道
、
通
勤
鉄
道
、
軽
便
鉄
道
シ
ス
テ
ム
の
主
要

駅
を
、
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で

利
用
可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
は
、
本
章
お
よ
び
一
九
七

一
一
一
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
四
項
（
遷
己
・
の
。
○
・
忍
ら
の

（
ｂ
）
運
輸
長
官
Ｉ

（
ａ
）
原
則
ｌ
下
記
の
（
ｂ
）
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
本

章
は
、
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
一
八
か
月
後
に
発
効
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ｂ
）
固
定
路
線
車
両
Ｉ
新
し
い
固
定
路
線
車
両
に
関
す
る
第
二
○
三

項
（
ｂ
×
１
）
は
、
本
法
律
の
制
定
日
に
発
効
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
○
一
項
定
義

本
章
で
の
用
法
卵

（
１
）
商
業
（
Ｑ
邑
目
量
ｌ
「
商
業
」
と
い
う
用
語
は
、
以
下

の
間
で
の
旅
行
、
貿
易
、
交
通
、
商
業
、
輸
送
、
通
信
を
指
す
ｌ

（
Ａ
）
各
州
間

（
Ｂ
）
外
国
ま
た
は
領
土
・
属
国
と
州
の
間
、
ま
た
は
、

（
ｃ
）
同
じ
州
内
の
地
点
間
、
た
だ
し
別
の
州
ま
た
は
外
国
を
経

由
し
て
、

（
２
）
潜
在
的
雇
用
場
所
Ｓ
・
（
の
昌
旨
］
旧
］
囚
○
＄
。
、
同
日
ｂ
］
・
］
‐

目
８
，
１
「
潜
在
的
雇
用
場
所
」
と
い
う
用
語
は
、
以
下
の
施
設

を
指
す
。（
Ａ
）
非
住
宅
用
途
向
け
の
施
設
、
か
つ
、
》

（
Ｂ
）
そ
の
事
業
が
商
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
施
設

か
か
る
用
語
は
、
一
九
六
八
年
公
正
住
宅
法
Ｓ
＆
門
出
・
■
の
百
ｍ
し
９
．
ｍ

喧
霊
）
⑤
画
ロ
・
の
．
○
・
誤
三
以
一
●
の
適
用
を
受
け
る
施
設
や
、
適
用
を
明

白
に
免
除
さ
れ
る
施
設
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

も
と
で
の
差
別
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
Ｂ
）
高
速
鉄
道
、
通
勤
鉄
道
、
軽
便
鉄
道
シ
ス
テ
ム
・
Ｉ
高
速

鉄
道
、
通
勤
鉄
道
、
軽
便
鉄
道
シ
ス
テ
ム
の
主
要
駅
は
、
実
行
可
能
に

な
り
次
第
（
た
だ
し
遅
く
と
も
こ
の
法
律
の
制
定
日
か
ら
三
年
以
内

に
）
、
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
で

利
用
可
能
な
も
の
に
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
ア
ク
セ
シ
ピ
リ
テ

ィ
を
実
現
す
る
の
に
必
要
な
既
存
の
施
設
の
構
造
変
更
ま
た
は
取
り
替

え
に
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
場
合
に
は
、
運
輸
長
官
に
よ
っ
て
期
限
が

最
長
二
○
年
ま
で
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
ｃ
）
都
市
間
鉄
道
シ
ス
テ
ム
ー
都
市
間
鉄
道
シ
ス
ァ
ム
の
す
べ

て
の
駅
は
、
実
行
可
能
に
な
り
次
第
（
た
だ
し
遅
く
と
も
こ
の
法
律
の

制
定
曰
か
ら
二
○
年
以
内
に
）
、
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に

容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
な
も
の
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
Ｄ
）
プ
ラ
ン
と
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
ー
運
輸
長
官
は
、
本
パ
ラ
グ

ラ
フ
の
遵
守
に
関
す
る
プ
ラ
ン
（
か
か
る
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
影
響
を
受

け
る
障
害
者
と
の
協
議
を
反
映
す
る
と
と
も
に
、
本
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
要

件
の
達
成
に
関
す
る
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
を
定
め
る
プ
ラ
ン
）
を
策
定
す

る
こ
と
を
当
該
の
公
共
事
業
体
に
義
務
付
け
る
も
の
と
す
る
。

第
二
○
四
項
省
則

（
ａ
）
司
法
長
官
１
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
司
法
長

官
は
、
本
章
（
第
二
○
三
項
を
除
く
）
を
施
行
す
る
た
め
の
省
則
を
ア
ク
セ

シ
プ
ル
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
発
布
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
か
か
る
省
則

は
、
本
章
、
な
ら
び
に
、
一
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
四

項
（
遷
口
・
の
．
○
・
ろ
ら
の
も
と
で
の
連
邦
財
務
援
助
の
受
給
者
に
適
用
さ

第
Ⅲ
章
ｌ
民
間
の
事
業
体
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ

る
公
共
的
施
設
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
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（
ａ
）
原
則
ｌ
い
か
な
る
個
人
も
、
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特

権
、
利
益
、
公
共
的
施
設
利
用
を
十
分
か
つ
平
等
に
享
受
す
る
面
で
、
障
害

ゆ
え
に
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
ｂ
）
解
釈
ｌ

（
１
）
｜
般
的
禁
止
ｌ

（
Ａ
）
活
動
ｌ

（
ｉ
）
享
受
の
否
定
ｌ
個
人
や
個
人
の
集
団
に
対
し
て
、
か

か
る
個
人
や
集
団
が
も
つ
あ
る
障
害
ま
た
は
複
数
の
障
害
ゆ
え
に
、

直
接
、
ま
た
は
、
契
約
、
ラ
イ
セ
ン
ス
そ
の
他
の
協
定
を
通
じ
て
、

か
か
る
個
人
や
集
団
が
、
事
業
体
の
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特

権
、
利
益
、
宿
泊
施
設
を
、
ま
た
そ
の
恩
恵
を
享
受
す
る
機
会
を
与

え
な
い
こ
と
は
差
別
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
蹴
）
不
平
等
な
恩
恵
の
享
受
ｌ
個
人
や
個
人
の
集
団
に
対

し
、
か
か
る
個
人
や
集
団
の
も
つ
あ
る
障
害
ま
た
は
複
数
の
障
害
ゆ

え
に
、
直
接
、
ま
た
は
、
契
約
、
ラ
イ
セ
ン
ス
そ
の
他
の
協
定
を
通

じ
て
、
他
の
個
人
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
同
等
で
な
い
商
品
、
サ
ー

ビ
ス
、
施
設
、
特
権
、
利
益
、
宿
泊
施
設
を
、
ま
た
は
そ
の
恩
恵
を

提
供
す
る
こ
と
は
差
別
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
加
）
別
個
の
恩
恵
ｌ
個
人
ま
た
は
個
人
の
集
団
に
対
し

て
、
か
か
る
個
人
や
集
団
の
も
つ
あ
る
障
害
ま
た
は
複
数
の
障
害
ゆ

え
に
、
直
接
、
ま
た
は
、
契
約
、
ラ
イ
セ
ン
ス
そ
の
他
の
協
定
を
通

じ
て
、
他
の
個
人
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
も
し
く
は
別
個

の
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特
権
、
利
益
、
宿
泊
施
設
を
提
供
す

る
こ
と
は
差
別
で
あ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
個
人
や
個

（
３
）
公
共
的
施
設
（
三
二
・
８
日
・
呂
言
）
・
Ｉ
以
下

の
民
間
事
業
体
は
、
そ
の
事
業
が
商
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、

本
章
の
も
と
で
は
公
共
的
施
設
と
み
な
さ
れ
る
ｌ

（
Ａ
）
宿
屋
、
ホ
テ
ル
、
モ
ー
テ
ル
、
ま
た
は
そ
の
他
の
同
様
の

宿
泊
施
設
。
た
だ
し
、
賃
貸
借
用
の
部
屋
が
五
室
未
満
の
建
物
内
の

施
設
で
実
際
上
、
か
か
る
施
設
の
所
有
者
が
自
分
の
住
居
と
し
て

占
有
し
て
い
る
施
設
は
除
く
。

（
Ｂ
）
レ
ス
ト
ラ
ン
、
バ
ー
、
ま
た
は
そ
の
他
、
食
事
や
飲
み
物

を
出
す
施
設
。

（
ｃ
）
映
画
館
、
劇
場
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
、
ス
タ
ジ
ア
ム
、

ま
た
は
そ
の
他
の
展
示
や
娯
楽
の
施
設
。

（
Ｄ
）
公
会
堂
、
会
議
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
は
講
堂
。

（
Ｅ
）
パ
ン
屋
、
食
品
雑
貨
店
、
衣
料
品
店
、
金
物
店
、
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
は
そ
の
他
の
同
様
の
小
売
り
販
売
施
設
。

（
Ｆ
）
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
、
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、
銀

行
、
理
髪
店
、
美
容
院
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
、
靴
修
膳
サ
ー
ビ
ス
、
斎

場
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
、
会
計
事
務
所
、
法
律
事
務
所
、
薬
局
、

保
険
会
社
、
ヘ
ル
ス
ヶ
ア
提
供
者
の
専
門
オ
フ
ィ
ス
、
病
院
、
そ
の

他
の
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
施
設
。

（
Ｇ
）
公
共
輸
送
に
使
用
さ
れ
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
。

（
Ｈ
）
博
物
館
、
図
書
館
、
美
術
館
、
お
よ
び
そ
の
他
の
公
共
展

示
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
施
設
。

（
１
）
公
園
ま
た
は
動
物
園
。

（
Ｊ
）
私
立
の
保
育
園
、
小
学
・
中
学
・
高
校
、
大
学
、
大
学
院
。

（
Ｋ
）
デ
イ
ケ
ア
・
セ
ン
タ
ー
（
託
児
所
）
、
高
齢
者
セ
ン
タ
ー

（
養
老
院
）
、
ホ
ー
ム
レ
ス
・
シ
ェ
ル
タ
ー
、
食
糧
銀
行
、
養
子
縁

組
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ま
た
は
そ
の
他
の
同
様
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン

タ
ー
。（
Ｌ
）
体
育
館
、
健
康
（
減
量
）
道
場
、
ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
ゴ
ル

フ
コ
ー
ス
、
ま
た
は
そ
の
他
の
同
様
の
運
動
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

施
設
。

（
４
）
公
共
輸
送
Ｉ
「
公
共
輸
送
」
と
い
う
用
語
は
、
｜
般
市
民

に
定
期
的
・
継
続
的
に
一
般
ま
た
は
特
別
サ
ー
ビ
ス
（
チ
ャ
ー
タ
ー
・

サ
ー
ビ
ス
を
含
む
）
を
提
供
す
る
、
バ
ス
・
鉄
道
ま
た
は
そ
の
他
の
輸

送
機
関
（
空
輸
は
除
く
）
に
よ
る
輸
送
を
指
す
。

（
５
）
容
易
に
実
現
可
能
（
用
臺
二
＆
言
亘
⑩
）
ｌ

（
Ａ
）
原
則
ｌ
「
容
易
に
実
現
可
能
」
と
い
う
用
語
は
、
た
や

す
く
達
成
で
き
て
、
多
大
の
困
難
や
出
費
な
し
に
実
行
可
能
な
こ
と

を
指
す
。

（
Ｂ
）
判
断
ｌ
措
置
が
容
易
に
実
現
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ

る
Ｉ
・（
ｉ
）
従
業
員
数
、
施
設
の
数
と
種
類
、
予
算
相
鍵
保
を
考
慮
し

た
適
用
対
象
事
窒
企
忰
の
全
体
的
規
模
。

（
通
）
事
業
体
の
構
成
お
よ
び
構
造
を
含
む
、
適
用
対
象
事
業

体
の
事
業
の
種
類
。

（
通
）
必
要
と
さ
れ
る
措
置
の
性
質
と
費
用
。

第
三
○
二
項
公
共
的
施
設
に
よ
る
差
別
の
禁
止
。

人
の
集
団
に
、
他
の
個
人
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
同
様
に
効
果
的
な

商
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特
権
、
利
益
、
宿
泊
施
設
、
ま
た
は
そ

の
他
の
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
か
か
る
措
置
が
必
要
と
さ
れ
る
場

合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
Ｂ
）
統
合
的
環
境
（
三
四
三
雲
冨
巴
ｌ
商
品
、
施

設
、
特
権
、
利
益
、
宿
泊
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
は
、
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に

適
合
し
た
最
大
限
に
統
合
さ
れ
た
環
境
に
お
い
て
障
害
者
に
提
供
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

（
ｃ
）
参
加
の
機
会
ｌ
本
項
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
別
個
の
、
も

し
く
は
異
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
活
動
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、
障
害

者
は
、
別
個
で
は
な
い
。
も
し
く
は
異
な
ら
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
活
動

に
参
加
す
る
機
会
を
否
定
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
Ｄ
）
執
行
方
法
ｌ
個
人
ま
た
は
事
業
体
は
、
直
接
、
ま
た
は
契

約
そ
の
他
の
協
定
を
通
じ
て
、
以
下
の
よ
う
な
標
準
、
基
準
ま
た
は
執

行
方
法
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
ｌ

（
ｉ
）
障
害
ゆ
え
に
差
別
す
る
効
果
を
も
つ
も
の
。
ま
た
は
、

（
Ⅲ
）
一
般
の
執
行
管
理
に
従
う
他
の
人
々
の
差
別
を
永
続
さ
せ

る
も
の
。

（
Ｅ
）
つ
な
が
り
ｌ
個
人
ま
た
は
事
業
体
に
対
し
て
、
そ
の
個

人
ま
た
は
事
業
体
が
関
係
ま
た
は
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
個
人
の
障
害
ゆ
え
に
、
平
等
な
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特

権
、
利
点
、
宿
泊
施
設
ま
た
は
そ
の
他
の
機
会
を
提
供
し
な
い
こ
と
は

差
別
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
具
体
的
な
禁
止
事
項
Ｉ
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（
Ａ
）
差
別
ｌ
上
記
の
サ
プ
セ
ク
シ
ョ
ン
（
ａ
）
で
用
い
ら
れ
て

い
る
「
差
別
」
と
い
う
用
語
に
は
、
以
下
の
意
味
が
含
ま
れ
る
も
の
と

す
る
ｌ（
ｉ
）
障
害
者
ま
た
は
障
害
者
集
団
を
、
何
ら
か
の
商
品
、
サ
ー

ビ
ス
、
施
設
、
特
権
、
利
益
、
宿
泊
施
設
か
ら
排
除
す
る
も
し
く
は

排
除
す
る
こ
と
に
資
す
る
資
格
基
準
の
押
し
付
け
ま
た
は
適
用
。
た

だ
し
、
か
か
る
基
準
が
、
か
か
る
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特

権
、
利
点
、
宿
泊
施
設
の
提
供
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
実
証
で
き
る

場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
、
）
か
か
る
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特
権
、
利
益
、
宿
泊

施
設
を
障
害
者
に
提
供
す
る
た
め
に
、
方
針
、
慣
行
、
手
続
き
の
合

理
的
変
更
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
、
か
か
る
変
更
を
行
う
こ
と
を

怠
る
こ
と
。
た
だ
し
、
か
か
る
変
更
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
か

る
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特
権
、
利
益
、
宿
泊
施
設
の
性
質
が

根
本
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
事
業
体
が
実
証
で
き
る
場
合
は

そ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
逝
）
補
助
の
た
め
の
機
器
や
サ
ー
ビ
ス
が
な
い
た
め
に
、
個
人

が
排
除
さ
れ
た
り
、
サ
ー
ビ
ス
を
拒
否
さ
れ
た
り
、
分
離
さ
れ
た

り
、
他
の
個
人
と
は
異
な
る
待
遇
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
怠
る
こ

と
。
た
だ
し
、
か
か
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
、
提
供
さ
れ
る
商
品
、

サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特
権
、
利
益
、
宿
泊
施
設
の
性
質
を
根
本
的
に

変
化
さ
せ
た
り
、
重
大
な
負
担
に
つ
な
が
る
こ
と
を
事
業
体
が
実
証

で
き
る
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
本
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
三
階
未
満
の
施
設
、
ま
た
は
、
一
階

当
り
の
面
積
が
三
○
○
○
平
方
フ
ィ
ー
ト
未
満
の
施
設
に
対
し
て
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
を
義
務
付
け
る
も
の
と
は
解
釈
さ
れ
な
い
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
建
物
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
、
ま
た
は
ヘ
ル
ス
ケ
ア
提
供
者
の
専
門
オ
フ
ィ
ス

で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
「
そ
の
種
の
施
設
は
、
そ
の
使
用
法
ゆ
え

に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
を
必
要
と
す
る
」
と
の
判
断
を
司
法
長
官

が
下
す
場
合
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
Ｂ
）
固
定
路
線
シ
ス
テ
ム
ー

（
ｉ
）
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
固
定
路
線
シ
ス
テ
ム
で
個
人

を
輸
送
す
る
た
め
の
車
両
を
使
用
す
る
、
第
二
○
三
項
ま
た
は
第
三

○
四
項
の
適
用
を
受
け
な
い
事
業
体
が
、
（
車
椅
子
の
使
用
者
を
含

む
）
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
で
な
い
、
一
六

名
を
超
え
る
乗
客
を
運
ぶ
こ
と
の
で
き
る
バ
ス
ま
た
は
車
両
の
購
入

ま
た
は
賃
借
の
た
め
の
約
定
を
、
本
法
律
の
発
効
日
か
ら
三
○
日
経

過
し
て
以
後
に
行
う
こ
と
は
、
差
別
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
長
距
離
輸
送
バ
ス
に
は
、
第
三
○
四
項
（
ｂ
×
４
）
お
よ

び
第
三
○
五
項
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
通
）
同
等
の
サ
ー
ピ
ス
ー
か
か
る
事
業
体
が
、
障
害
者
に

容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
で
な
い
、
一
六
名
を
超
え
る
乗

客
を
運
ぶ
こ
と
の
で
き
る
パ
ス
ま
た
は
車
両
を
購
入
ま
た
は
賃
借
す

る
場
合
に
は
、
か
か
る
事
業
体
が
、
全
体
と
し
て
み
て
、
一
般
市
民

に
提
供
さ
れ
る
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
に
等
し
い
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス

を
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
対
し
て
保
証
す
る
シ
ス
テ
ム

を
運
営
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
は
差
別
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。（
ｃ
）
随
時
運
行
シ
ス
テ
ム
Ｉ
随
時
運
行
シ
ス
テ
ム
で
個
人
を
輸

送
す
る
た
め
の
車
両
を
使
用
す
る
、
第
二
○
三
項
ま
た
は
第
三
○
四
項

の
適
用
を
受
け
な
い
適
用
対
象
事
業
体
の
場
合
は
、
上
記
の
サ
プ
セ
ク

シ
ョ
ン
（
Ｓ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
差
別
」
と
い
う
用
語
に
は
、
以

下
の
意
味
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
ｌ

（
ｉ
）
か
か
る
事
業
へ
体
が
、
本
章
の
発
効
日
以
後
に
一
六
名
以
下

の
乗
客
を
運
ぶ
車
両
を
購
入
ま
た
は
賃
借
す
る
場
合
は
、
全
体
と
し

て
み
て
、
一
般
市
民
に
提
供
さ
れ
る
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
と
同
等
の

レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
を
車
椅
子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
対
し
て

保
証
す
る
シ
ス
テ
ム
を
運
営
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
。
お
よ
び
、

（
㎡
）
か
か
る
事
業
体
が
、
（
車
椅
子
の
使
用
を
含
む
）
瞳
害
者
に

容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
で
な
い
、
一
六
名
を
超
え
る
乗

客
を
運
ぶ
こ
と
の
で
き
る
バ
ス
ま
た
は
車
両
の
購
入
ま
た
は
賃
借
の

た
め
の
約
定
を
本
法
律
の
発
効
日
か
ら
三
○
日
経
過
し
て
以
後
に
行

う
こ
と
。
た
だ
し
、
か
か
る
シ
ス
テ
ム
が
、
全
体
と
し
て
み
て
、
一

般
市
民
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
同
等
の
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
を
障
害

者
に
す
で
に
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
か
か
る
事
業
体
が
実
証
で
き
る

場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
長
距
離
輸
送
パ
ス
に
は
、

第
三
○
四
項
（
ｂ
×
４
）
お
よ
び
第
三
○
五
項
が
適
用
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。

第
三
○
三
項
公
共
的
施
設
に
お
け
る
新
し
い
建
設
、
お
よ
び
、
潜
在
的
雇

用
場
所
。

（
．
Ｕ
建
物
の
障
壁
、
既
存
の
施
設
に
存
在
す
る
構
造
的
な
性
格

の
通
信
障
壁
、
個
人
を
輸
送
す
る
た
め
に
施
設
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ

る
既
存
の
車
両
に
存
在
す
る
輸
送
障
壁
（
単
に
油
圧
式
そ
の
他
の
リ

フ
ト
の
取
付
け
に
よ
る
車
両
の
改
装
に
よ
っ
て
除
去
で
き
る
障
壁
は

含
ま
ず
）
の
除
去
を
、
か
か
る
除
去
が
容
易
に
実
現
可
能
で
あ
る
場

合
に
、
怠
る
こ
と
。

（
ｖ
）
上
記
の
（
・
ど
の
も
と
で
の
障
壁
の
除
去
が
容
易
に
実
現

可
能
で
な
い
こ
と
を
事
業
体
が
実
証
で
き
る
場
合
に
、
か
か
る
商

品
、
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
、
特
権
、
利
益
、
宿
泊
施
設
を
代
替
的
な
方

法
（
か
か
る
方
法
が
容
易
に
実
現
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
）
に
よ
っ
て

利
用
可
能
に
す
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
。

（
．
Ⅵ
）
施
設
（
註
臼
屋
己
ま
た
は
施
設
の
一
部
の
可
用
性
に
影

響
を
及
ぼ
す
も
し
く
は
及
ぼ
し
う
る
事
業
体
（
の
印
画
ワ
房
ロ
曰
の
貝
）

に
よ
っ
て
、
ま
た
は
事
業
体
に
代
わ
っ
て
、
ま
た
は
事
業
体
の
使
用

の
た
め
に
改
造
さ
れ
た
施
設
ま
た
は
施
設
の
一
部
に
関
し
て
、
実
現

可
能
な
最
大
限
の
程
度
ま
で
、
施
設
の
改
造
部
分
が
車
椅
子
の
使
用

者
を
含
む
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
と
な
る
形

で
改
造
を
行
う
こ
と
を
怠
る
こ
と
。
ま
た
、
事
業
体
が
（
司
法
長
官

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
基
準
の
も
と
で
規
定
さ
れ
た
）
施
設
の
可
用

性
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
し
く
は
及
ぼ
し
う
る
大
規
模
の
改
造
を
行
う

場
合
に
は
、
事
業
体
（
自
三
］
）
は
、
実
現
可
能
な
最
大
限
の
程

度
ま
で
、
改
造
エ
リ
ア
ま
で
の
通
路
、
お
よ
び
改
造
エ
リ
ア
に
付
属

し
た
ト
イ
レ
、
電
話
、
水
飲
み
場
が
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ

ル
で
利
用
可
能
と
な
る
形
で
か
か
る
改
造
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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ろ
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
と
同
等
の
レ
ベ
ル
の
サ
ー
ビ
ス
を
障
害
者
に
提
供

し
て
い
る
こ
と
を
事
業
体
が
実
証
で
き
る
な
ら
ば
、
新
し
い
車
両
は
障
害

者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
で
あ
る
必
要
は
な
い
）
。

（
４
）
公
共
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
、
車
椅

子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
で
な

い
新
し
い
長
距
離
輸
送
バ
ス
の
購
入
ま
た
は
賃
借
の
約
定
を
、
本
法
律
の

制
定
日
か
ら
、
小
規
模
提
供
者
（
運
輸
長
官
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
）
の

場
合
は
七
年
経
過
以
後
、
そ
の
他
の
提
供
者
の
場
合
は
六
年
経
過
以
後
に

行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
○
五
項
（
ｄ
）
で
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は

除
く
。

第
三
○
五
項
調
査

（
ａ
）
目
的
ｌ
技
術
評
価
局
（
○
窪
。
：
言
臺
・
］
・
逗

缶
の
⑩
の
冊
目
の
ｐ
Ｃ
は
、
以
下
を
判
断
す
る
た
め
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す

る
ｌ

（
１
）
長
距
離
輸
送
パ
ス
に
対
す
る
障
害
者
の
ア
ク
セ
ス
・
ニ
ー
ズ
。

（
２
）
長
距
離
輸
送
バ
ス
を
障
害
者
、
と
り
わ
け
車
椅
子
の
使
用
者
に

容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
に
す
る
た
め
の
最
も
費
用
効
果
に
す

ぐ
れ
た
方
法
。

（
ｂ
）
内
容
ｌ
調
査
で
は
、
以
下
の
論
題
を
分
析
す
る
も
の
と
す

る
ｌ

（
１
）
ア
ク
セ
シ
プ
ル
な
長
距
離
輸
送
パ
ス
に
対
す
る
障
害
者
の
予
想

需
要
。（
２
）
長
距
離
輸
送
バ
ス
が
ど
の
程
度
、
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ

プ
ル
で
利
用
可
能
で
あ
る
か
。

（
ａ
）
用
語
の
用
法
ｌ
下
記
の
サ
ブ
セ
ク
シ
ョ
ン
（
ｂ
）
で
規
定
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
以
下
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
す
な
わ

ち
Ｉ

（
１
）
公
共
的
施
設
、
お
よ
び

（
２
）
潜
在
的
雇
用
場
所

に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
第
一
一
一
○
二
項
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
差
別
」

と
い
う
用
語
は
、
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
三
○
日
経
過
し
て
以
後
に
、
初
の

居
住
の
た
め
に
、
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
で
利
用
可
能
な
施
設
の

設
計
お
よ
び
建
設
を
怠
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
章
の
も

と
で
公
布
さ
れ
る
省
則
の
中
の
指
示
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
し
く
は
組
み

入
れ
ら
れ
た
基
準
に
従
っ
て
第
三
○
二
項
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
構
造
的

に
実
行
可
能
で
な
い
こ
と
を
事
業
体
が
実
証
で
き
る
場
合
は
そ
の
限
り
で
は

な
い
。（
ｂ
）
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ｌ
上
記
の
サ
プ
セ
ク
シ
薑
ン
（
ａ
）
は
、
三
階

未
満
の
施
設
、
ま
た
は
一
階
当
り
の
面
積
三
○
○
○
平
方
フ
ィ
ー
ト
未
満

の
施
設
に
対
し
て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
を
義
務
付
け
る
も
の
と
は
解
釈

さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
建
物
が
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ

ー
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
、
ま
た
は
ヘ
ル
ス
ケ
ア
提
供
者
の
専
門
オ
フ
ィ

ス
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
「
そ
の
種
の
施
設
は
、
そ
の
使
用
法
ゆ
え
に
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
設
置
を
必
要
と
す
る
」
と
の
判
断
を
司
法
長
官
が
下
す
場
合
は
、

そ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
三
○
四
項
民
間
の
事
業
体
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
公
共
輸
送
サ
ー
ビ
ス

に
お
け
る
差
別
の
禁
止
。

（
愚
）
原
則
ｌ
い
か
な
る
個
人
も
、
主
と
し
て
人
々
を
輸
送
す
る
事
業

（
３
）
障
害
者
に
長
距
離
輸
送
バ
ス
へ
の
ア
ク
セ
シ
ピ
リ
テ
ィ
を
提
供

す
る
た
め
の
費
用
。
こ
れ
に
は
、
か
か
る
ア
ク
セ
シ
ピ
リ
テ
ィ
を
提
供
す

る
設
備
お
よ
び
装
置
の
面
で
の
新
し
い
技
術
的
お
よ
び
費
用
節
減
的
な
開

発
物
が
含
ま
れ
る
。

（
４
）
か
か
る
ア
ク
セ
シ
ピ
リ
テ
ィ
を
改
善
し
う
る
、
長
距
離
輸
送
バ

ス
の
設
計
変
更
案
。

（
５
）
と
り
わ
け
農
村
部
で
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
を
考
慮
し
た
、
長

距
離
輸
送
バ
ス
に
よ
る
都
市
間
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
に
ア
ク
セ
シ
ピ
リ
テ
ィ

要
件
が
及
ぼ
す
影
響
。

（
ｃ
）
諮
問
委
員
会
ｌ
上
記
の
サ
ブ
セ
ク
シ
ョ
ン
（
ａ
）
で
義
務
付
け

ら
れ
た
調
査
を
実
施
す
る
に
当
っ
て
、
技
術
評
価
局
は
、
以
下
の
メ
ン
バ
ー

か
ら
な
る
諮
問
委
員
会
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
Ｉ

（
１
）
長
距
離
輸
送
バ
ス
を
使
用
す
る
民
間
の
事
業
体
、
バ
ス
・
メ
ー

カ
ー
、
リ
フ
ト
・
メ
ー
カ
ー
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
メ
ン
バ
ー
。

（
２
）
障
害
者
、
と
り
わ
け
、
か
か
る
バ
ス
の
潜
在
的
利
用
者
で
あ
る

車
椅
子
使
用
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
メ
ン
バ
ー
。

（
３
）
調
査
に
含
ま
れ
る
論
題
に
つ
い
て
の
技
術
的
専
門
知
識
を
有
す

る
ゆ
え
に
選
ば
れ
る
メ
ン
バ
ー
。

上
記
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
（
１
）
と
（
２
）
そ
れ
ぞ
れ
の
も
と
で
選
ば
れ
る
メ
ン

バ
ー
の
数
は
同
数
で
あ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
（
１
）
と
（
２
）
の
も
と
で

選
ば
れ
る
メ
ン
バ
ー
の
総
数
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
（
３
）
の
も
と
で
選
ば
れ
る

メ
ン
バ
ー
の
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

（
ｄ
）
期
限
ｌ
サ
プ
セ
ク
シ
薑
ン
（
ａ
）
で
義
務
付
け
ら
れ
た
調

査
、
な
ら
び
に
、
技
術
評
価
局
に
よ
る
勧
告
（
立
法
措
置
の
た
め
の
政
策
案

に
携
わ
り
（
た
だ
し
、
航
空
輸
送
を
提
供
す
る
こ
と
を
主
た
る
事
業
と
は
し

な
い
）
、
か
つ
、
そ
の
事
業
が
商
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
民
間
の
事
業
体
に
よ

っ
て
提
供
さ
れ
る
公
共
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
十
分
か
つ
平
等
に
享
受
す
る
面

で
、
障
害
ゆ
え
に
差
別
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
ｂ
）
解
釈
ｌ
上
記
の
サ
ブ
セ
ク
シ
富
ン
（
ａ
）
で
用
い
ら
れ
て
い

る
「
差
別
」
と
い
う
用
語
に
は
、
以
下
の
意
味
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す

る
ｌ

（
１
）
事
業
体
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
公
共
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
十
分
に

享
受
す
る
こ
と
か
ら
障
害
者
ま
た
は
障
害
者
集
団
を
排
除
す
る
も
し
く
は

排
除
す
る
こ
と
に
資
す
る
資
格
基
準
を
か
か
る
事
業
体
が
押
し
付
け
る
こ

と
ま
た
は
適
用
す
る
こ
と
。

（
２
）
事
業
体
が
以
下
を
怠
る
こ
と
Ｉ

（
Ａ
）
第
三
○
二
項
（
ｂ
）
（
２
）
（
Ａ
）
霊
）
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
線
に
沿
っ
て
合
理
的
変
更
を
行
う
こ
と
。

（
Ｂ
）
第
三
○
二
項
（
ｂ
）
（
２
）
（
Ａ
）
温
）
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
線
に
沿
っ
て
補
助
の
た
め
の
機
器
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
Ｃ
）
第
三
○
二
項
（
ｂ
）
（
２
）
（
Ａ
）
行
）
、
（
ｖ
）
、
（
Ⅵ
）
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
線
に
沿
っ
て
障
壁
を
除
去
す
る
こ
と
。

（
３
）
公
共
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
、
車
椅

子
の
使
用
者
を
含
む
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
で
な

い
新
し
い
車
両
（
自
動
車
、
長
距
離
輸
送
パ
ス
を
除
く
）
の
購
入
ま
た
は

賃
借
の
約
定
を
、
本
法
律
の
制
定
曰
か
ら
三
○
日
経
過
し
て
以
後
に
行
う

こ
と
。
（
た
だ
し
、
随
時
運
行
シ
ス
テ
ム
で
使
用
さ
れ
る
車
両
の
場
合
に

は
、
か
か
る
シ
ス
テ
ム
が
、
全
体
と
し
て
み
て
、
一
般
市
民
に
提
供
さ
れ
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を
含
む
）
は
、
本
法
律
の
制
定
日
以
後
三
六
か
月
以
内
に
大
統
領
お
よ
び
議

会
に
提
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
大
統
領
が
、
調
査
の
レ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た

の
ち
に
、
第
三
○
四
項
（
ｂ
）
（
４
）
で
定
め
ら
れ
た
該
当
期
限
ま
た
は
そ
れ

以
前
に
第
三
○
四
項
（
ａ
）
の
要
件
を
遵
守
す
る
こ
と
が
、
都
市
間
バ
ス
・

サ
ー
ビ
ス
の
著
し
い
低
下
に
つ
な
が
る
と
判
定
す
る
場
合
に
は
、
か
か
る
期

限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
年
間
延
長
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
。
）
レ
ビ
ュ
ー
ｌ
サ
プ
セ
ク
シ
ョ
ン
（
ａ
）
で
義
務
付
け
ら
れ
た

調
査
報
告
を
作
成
す
る
際
に
は
、
技
術
評
価
局
は
、
か
か
る
調
査
報
告
の
予

備
的
草
稿
を
、
一
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
五
○
二
項
（
＄

ｐ
．
ｍ
．
ｏ
・
己
巴
の
も
と
で
設
置
さ
れ
た
「
建
築
物
と
交
通
機
関
に
関
す
る
改

善
命
令
委
員
会
」
に
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。
同
委
員
会
は
、
か
か
る
調
査

報
告
草
稿
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
機
会
を
も
つ
も
の
と
し
、
ま
た
、
同
委

員
会
が
調
査
報
告
草
稿
を
受
け
取
っ
て
か
ら
一
二
○
日
以
内
に
書
面
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
同
委
員
会
の
コ
メ
ン
ト
は
、
上
記
の
（
ｄ
）
の
も
と
で
提
出
を

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
最
終
調
査
報
告
の
一
部
に
含
め
ら
れ
る
も
の
と
す

る
。

第
三
○
六
項
省
則

（
ａ
）
ア
ク
セ
シ
ピ
リ
テ
ィ
基
準
１
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
一
年
以
内

に
、
運
輸
長
官
は
、
大
三
○
二
項
（
ｂ
）
（
２
）
（
Ｂ
）
お
よ
び
（
Ｃ
）
な
ら

び
に
第
三
○
四
項
の
適
用
を
受
け
る
施
設
お
よ
び
車
両
に
適
用
さ
れ
る
基
準

を
含
む
省
則
を
ア
ク
セ
シ
プ
ル
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
公
布
す
る
も
の
と
す

る
。

（
ｂ
）
そ
の
他
の
規
定
１
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
司
法

長
官
は
、
第
三
○
二
項
の
適
用
を
受
け
る
施
設
お
よ
び
車
両
に
適
用
さ
れ
る

（
２
）
裁
判
所
の
権
限
ｌ
上
記
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
Ｔ
）
に
も
と
づ
く

民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
ｌ

（
Ａ
）
一
時
的
、
予
備
的
、
ま
た
は
恒
久
的
救
済
の
裁
定
、
補
助
の

た
め
の
機
器
や
サ
ー
ビ
ス
、
方
針
の
変
更
、
ま
た
は
代
替
的
方
法
の
提

供
、
あ
る
い
は
本
章
で
義
務
付
け
ら
れ
た
程
度
ま
で
施
設
を
障
害
者
に

容
易
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
含
む
、
裁

判
所
が
妥
当
と
み
な
す
公
正
な
救
済
を
裁
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

務
付
け
ら
れ
た
程
度
ま
で
の
、
補
助
の
た
め
の
機
器
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
、
方
針
の
変
更
、
ま
た
は
代
替
的
方
法
の
提
供
が
含
ま
れ
る
も
の
と

す
る
。

（
ｂ
）
司
法
長
官
に
よ
る
施
行
ｌ

（
１
）
権
利
の
否
定
ｌ

（
Ａ
）
調
査
の
義
務
ｌ
司
法
長
官
は
、
本
章
違
反
の
申
し
立
て

を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
が
、
こ
れ
に
は
、
本
章
の
適
用
対
象
事
業
体

の
遵
守
状
況
の
定
期
的
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す

る
。

（
Ｂ
）
潜
在
的
違
反
ｌ
あ
る
人
ま
た
は
集
団
が
本
章
で
認
め
ら
れ

た
い
ず
れ
か
の
権
利
の
十
分
な
享
受
を
妨
害
す
る
行
動
様
式
ま
た
は
慣

行
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
、
あ
る
人
ま
た
は
集
団
が
本
章
で

認
め
ら
れ
た
い
ず
れ
か
の
権
利
を
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
か
る
権
利

の
否
定
が
公
共
的
重
要
性
を
も
つ
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
を
司
法

長
官
が
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
確
信
す
る
場
合
に
は
、
司
法
長
官
は
当

該
の
合
衆
国
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
民
事
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き

る
。

第
四
○
一
項
聴
覚
障
害
者
お
よ
び
言
語
障
害
者
の
た
め
の
電
気
通
信
サ
ー

ビ
ス

（
ａ
）
電
気
通
信
’
一
九
三
四
年
通
信
法
第
二
章
（
二
・
⑫
．
○
』
＆

以
下
）
は
、
そ
の
末
尾
に
下
記
の
項
を
追
加
す
る
形
で
改
正
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、

第
二
二
五
項
、
聴
覚
障
害
者
お
よ
び
言
語
障
害
者
の
た
め
の
電
気
通
信
サ

ー
ビ
ス
。

（
Ｂ
）
司
法
長
官
の
要
請
が
あ
る
場
合
に
は
、
権
利
を
損
な
わ
れ
た

人
へ
の
損
害
賠
償
金
を
裁
定
す
る
こ
と
を
含
む
、
裁
判
所
が
妥
当
と
み

な
す
そ
の
他
の
救
済
を
裁
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｃ
）
公
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
事
業
体
に
対
し
て
、
以
下
の
額

の
民
事
罰
金
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
初
め
て
の
違
反
の
場
合
は
五
万
ド
ル
以
下
。

（
Ⅲ
）
二
回
目
以
降
の
違
反
の
場
合
は
一
○
万
ド
ル
以
下
。

（
３
）
情
状
酌
量
ｌ
上
記
の
（
１
）
に
も
と
づ
く
民
事
訴
訟
に
お
い

て
、
裁
判
所
は
、
ど
の
程
度
の
額
の
民
事
罰
金
が
（
も
し
あ
る
と
し
て
）

妥
当
で
あ
る
か
を
考
慮
す
る
際
に
は
、
本
法
律
を
遵
守
す
る
た
め
の
、
事

業
体
に
よ
る
善
意
の
努
力
ま
た
は
試
み
を
斜
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
○
九
項
発
効
日

本
章
は
、
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
一
八
か
月
後
に
発
効
す
る
も
の
と
す

る
。

基
準
を
含
む
上
記
の
（
ａ
）
で
言
及
さ
れ
た
も
の
以
外
の
本
章
の
規
定
を
実

施
す
る
た
め
の
省
則
を
ア
ク
セ
シ
プ
ル
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
公
布
す
る
も
の

と
す
る
。

（
ｃ
）
基
準
Ｉ
上
記
の
（
ａ
）
お
よ
び
（
ｂ
）
の
も
と
で
公
布
さ
れ
る

省
則
に
含
ま
れ
る
基
準
は
、
第
五
○
四
項
に
従
っ
て
「
建
築
物
と
交
通
機
関

に
関
す
る
改
善
命
令
委
員
会
」
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
る
最
低
限
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
と
要
件
と
一
貫
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
○
七
項
民
間
の
ク
ラ
ブ
お
よ
び
宗
教
組
織
に
関
す
る
免
除
。

本
章
の
規
定
は
、
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
Ⅱ
章
の
適
用
を
免
除
さ
れ
る

民
間
の
ク
ラ
ブ
ま
た
は
施
設
や
、
宗
教
組
織
、
ま
た
は
、
宗
教
組
織
に
よ
っ

て
管
理
さ
れ
る
事
業
体
（
礼
拝
所
を
含
む
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す

る
。

第
三
○
八
項
施
行

（
Ｓ
原
則
ｌ

（
１
）
救
済
措
置
と
手
続
き
の
利
用
可
能
性
’
一
九
六
四
年
公
民
権

法
第
二
○
四
項
企
画
ロ
・
の
．
Ｏ
・
ぬ
二
言
Ｉ
⑭
（
ａ
）
項
）
に
記
さ
れ
た
救
済

措
置
と
手
続
き
は
、
本
章
に
違
反
し
た
障
害
ゆ
え
の
差
別
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
、
も
し
く
は
さ
ら
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
利
用
可

能
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
命
令
的
救
済
’
第
三
○
二
項
（
ｂ
）
（
２
）
（
Ａ
）
（
姉
）
お
よ

び
（
Ⅵ
）
な
ら
び
に
第
三
○
三
項
（
ａ
）
違
反
の
場
合
の
命
令
的
救
済
に

は
、
施
設
を
本
章
で
義
務
付
け
ら
れ
た
程
度
ま
で
障
害
者
に
容
易
に
ア
ク

セ
シ
プ
ル
で
利
用
可
能
な
も
の
に
す
る
た
め
の
施
設
の
変
更
命
令
が
含
ま

れ
る
も
の
と
す
る
。
命
令
的
救
済
に
は
ま
た
、
適
宜
、
本
章
に
よ
っ
て
義

第
Ⅳ
章
ｌ
電
気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
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て
遵
守
さ
れ
る
最
低
基
準
を
定
め
る
省
則

（
ｃ
）
電
気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
が
毎
日
、
日
に
二
四
時
間
稼

働
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
省
則

（
Ｄ
）
通
話
時
間
数
、
時
間
帯
、
発
信
地
点
か
ら
受
信
地
点
ま
で
の

距
離
と
い
っ
た
要
因
に
関
し
て
、
電
気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
の
支
払
う
料
金
が
、
機
能
的
に
同
等
の
音
声
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
支

払
わ
れ
る
料
金
を
超
え
な
い
こ
と
を
義
務
付
け
る
省
則

（
Ｅ
）
リ
レ
ー
・
オ
ペ
レ
ー
タ
が
、
電
気
通
信
リ
レ
・
サ
ー
ビ
ス
を

使
用
す
る
通
話
を
拒
否
し
た
り
、
電
気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
を
使

用
す
る
通
話
の
長
さ
を
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
省
則

（
Ｆ
）
リ
レ
ー
・
オ
ペ
レ
ー
タ
が
、
リ
レ
ー
（
中
継
）
さ
れ
た
会
話

の
内
容
を
公
開
し
た
り
、
か
か
る
会
話
の
内
容
を
通
話
時
間
を
過
ぎ
て

も
記
録
し
て
お
く
こ
と
を
禁
止
す
る
省
則

（
Ｇ
）
リ
レ
ー
・
オ
ペ
レ
ー
タ
が
、
リ
レ
ー
（
中
継
）
さ
れ
た
会
話

を
故
意
に
変
更
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
省
則

（
２
）
技
術
ｌ
委
員
会
は
、
本
項
を
実
施
す
る
た
め
に
策
定
さ
れ
る

省
則
が
、
既
存
の
技
術
の
使
用
を
奨
励
し
、
改
善
さ
れ
た
技
術
の
開
発
を

阻
害
し
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）
管
轄
区
単
位
の
費
用
分
割
ｌ

（
Ａ
）
原
則
ｌ
委
員
会
は
、
本
項
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ

ス
に
関
す
る
費
用
の
管
轄
区
単
位
の
分
割
に
適
用
さ
れ
る
省
則
を
策
定

す
る
も
の
と
す
る
。

（
Ｂ
）
費
用
の
回
収
ｌ
か
か
る
省
則
は
、
原
則
と
し
て
、
州
間
電

気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
は
州
間
管
轄
区
か
ら
、

（
ａ
）
定
義
ｌ
本
項
で
の
用
法
ｌ

（
１
）
一
般
通
信
事
業
者
ま
た
は
通
信
事
業
者
（
○
・
日
目
。
□

○
三
日
・
閂
○
幽
言
）
ｌ
『
一
般
通
信
事
業
者
』
ま
た
は
『
通
信

事
業
者
』
と
い
う
用
語
に
は
、
第
三
項
（
ｈ
）
で
定
義
さ
れ
た
電
線
ま
た

は
無
線
に
よ
る
州
間
通
信
に
携
わ
る
あ
ら
ゆ
る
一
般
通
信
事
》
菜
者
、
電
線

ま
た
は
無
線
に
よ
る
州
内
通
信
に
携
わ
る
あ
ら
ゆ
る
一
般
通
信
事
蠅
菜
者
、

お
よ
び
、
第
一
一
項
（
ｂ
）
お
よ
び
二
二
一
項
（
ｂ
）
に
か
か
わ
り
な
く
、

州
間
通
信
お
よ
び
州
内
通
信
の
両
方
に
携
わ
る
あ
ら
ゆ
る
一
般
通
信
事
業

者
が
含
ま
れ
る
。

（
２
）
己
ロ
ー
言
Ｃ
』
と
い
う
用
語
は
、
聴
覚
障
害
者
の
た

め
の
通
信
装
置
（
目
の
］
の
８
日
目
巨
昌
日
武
・
ロ
ロ
の
ａ
Ｏ
の
【
・
吋
昏
の
Ｃ
８
Ｄ

を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
電
線
ま
た
は
無
線
通
信
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
の

符
号
化
信
号
の
送
信
に
お
い
て
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
通
信
を
使
用
す
る
機
械
で

あ
る
。（
３
）
電
気
通
信
リ
レ
ｌ
サ
ー
ピ
ス
ー
『
電
気
通
信
リ
レ
ー
・

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
用
語
は
、
聴
覚
障
害
ま
た
は
言
語
瞳
害
を
有
す
る
個

人
に
、
聴
覚
障
害
や
言
語
障
害
を
も
た
な
い
個
人
が
電
線
ま
た
は
無
線
に

よ
る
音
声
通
信
を
用
い
て
通
信
す
る
能
力
と
機
能
的
に
同
等
の
一
々
法
で
、

通
話
相
手
と
電
線
ま
た
は
無
線
に
よ
る
通
信
を
行
う
能
力
を
提
供
す
る
電

話
送
信
サ
ー
ビ
ス
を
意
味
す
る
。
か
か
る
用
語
に
は
、
日
Ｃ
Ｄ
ま
た
は
そ

の
他
の
非
音
声
端
末
装
置
を
使
用
す
る
個
人
と
、
か
か
る
装
置
を
使
用
し

な
い
個
人
と
の
間
の
双
方
向
通
信
を
可
能
に
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
含
ま
れ

る
。（
ｂ
）
電
気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性
Ｉ

１１ 

（
１
）
原
則
’
第
一
項
で
定
め
ら
れ
た
目
的
を
実
行
す
る
た
め
に
、

お
よ
び
合
衆
国
の
す
べ
て
の
個
人
に
高
速
で
効
率
的
な
全
国
規
模
の
通
信

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
可
能
に
す
る
た
め
に
、
お
よ
び
合
衆
国
の
電
話
シ
ス
テ

ム
の
有
用
性
を
高
め
る
た
め
に
、
委
員
会
は
、
州
間
お
よ
び
州
内
電
気
通

信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
が
、
可
能
な
限
度
ま
で
、
か
つ
、
最
も
効
率
的
な

方
法
で
、
合
衆
国
の
聴
覚
障
害
者
お
よ
び
言
語
障
害
者
に
利
用
可
能
で
あ

る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
救
済
措
置
ｌ
本
項
の
も
と
で
は
、
本
法
律
の
も
と
で
電
線
ま

た
は
無
線
に
よ
る
州
間
通
信
に
携
わ
る
一
般
通
信
事
業
者
に
適
用
さ
れ
る

も
の
と
同
一
の
救
済
措
置
、
手
続
き
、
権
利
、
義
務
が
、
電
線
ま
た
は
無

線
に
よ
る
州
内
通
信
に
携
わ
る
一
般
通
信
事
業
者
、
お
よ
び
、
電
線
ま
た

は
無
線
に
よ
る
州
間
通
信
お
よ
び
州
内
通
信
の
両
方
に
携
わ
る
一
般
通
信

事
業
者
に
も
適
用
さ
れ
る
。

（
ｃ
）
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
ｌ
電
話
音
声
送
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
各

一
般
通
信
事
業
者
は
、
本
項
の
制
定
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
被
指
名
人
に
よ

っ
て
、
ま
た
は
、
他
の
一
般
通
信
事
業
者
と
協
調
し
て
、
個
別
に
電
気
通
信

リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ｄ
）
省
則
ｌ

（
１
）
原
則
ｌ
委
員
会
は
、
本
項
の
制
定
日
か
ら
一
年
以
内
に
、

本
項
を
実
施
す
る
た
め
の
省
則
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
は
以

下
の
省
則
が
含
ま
れ
る
ｌ

（
Ａ
）
電
気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
１
ビ
ス
に
関
す
る
機
能
要
件
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
、
業
務
手
続
き
を
定
め
る
省
則

（
Ｂ
）
上
記
の
（
ｓ
を
実
行
す
る
上
で
一
般
通
信
事
業
者
に
よ
っ

州
内
電
気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
は
州
内
管
轄
区
か

ら
回
収
さ
れ
る
と
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ｃ
）
サ
ー
ビ
ス
の
共
同
提
供
ｌ
州
間
お
よ
び
州
内
一
般
通
信
事

業
者
が
共
同
で
電
気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
程
度
ま

で
、
適
宜
、
第
四
一
○
項
で
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
従
う
も
の
と
す

る
。（
４
）
固
定
月
間
料
金
ｌ
委
員
会
は
、
通
信
事
業
者
が
、
州
間
電
気

通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
費
用
を
回
収
す
る
た
め
に
、
住
宅

用
顧
客
に
固
定
月
間
料
金
を
課
す
こ
と
を
認
め
な
い
も
の
と
す
る
。

（
５
）
重
大
な
負
担
ｌ
本
項
の
要
件
の
完
全
な
遵
守
が
一
つ
以
上
の

一
般
通
信
事
業
者
に
重
大
な
負
担
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
委
員
会
が

判
断
す
る
場
合
に
は
、
委
員
会
は
か
か
る
通
信
事
業
者
に
よ
る
完
全
な
遵

守
の
期
限
を
一
年
を
超
え
な
い
期
間
だ
け
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｓ
施
行
ｌ

（
１
）
原
則
ｌ
委
員
会
は
、
下
記
の
（
ｆ
）
お
よ
び
（
９
）
に
従
っ

て
本
項
を
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
苦
情
ｌ
委
員
会
は
、
本
項
違
反
を
申
し
立
て
る
苦
情
を
、
か

か
る
苦
情
が
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
一
八
○
日
以
内
に
、
最
終
命
令
に
よ
っ

て
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ｆ
）
認
可
ｌ

（
１
）
州
の
文
書
ｌ
各
州
は
、
州
内
電
気
通
信
リ
レ
１
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
す
る
た
め
の
州
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
記
述
し
た
文
書
を
委
員

会
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
認
可
の
要
件
ｌ
か
か
る
文
書
の
審
査
の
後
、
委
員
会
は
、
プ
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よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
大
き
な
、
ま
た
は
そ
れ
と
等
し
い
障
害
者

の
権
利
の
保
護
を
規
定
す
る
そ
の
他
の
い
か
な
る
連
邦
法
、
州
注
、
州
ま
た

は
管
轄
区
の
政
治
的
下
位
区
分
の
法
律
を
無
効
化
し
た
り
制
限
す
る
も
の
と

解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
。
）
保
険
１
本
法
律
の
第
１
章
か
ら
第
Ⅳ
章
霞
で
は
、
以
下
を
禁
止

ま
た
は
制
限
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
ｌ

（
１
）
保
険
会
社
、
病
院
ま
た
は
医
療
サ
ー
ビ
ス
会
社
、
健
康
維
持
機

関
、
ま
た
は
代
理
人
、
ま
た
は
給
付
プ
ラ
ン
を
執
行
す
る
事
業
体
、
ま
た

は
同
様
の
機
関
が
、
危
険
の
引
受
、
危
険
の
分
類
、
ま
た
は
州
法
に
も
と

づ
く
、
も
し
く
は
州
法
に
反
し
な
い
か
か
る
危
険
の
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
２
）
本
法
律
の
適
用
を
受
け
る
人
ま
た
は
組
織
が
、
危
険
の
引
受
、

危
険
の
分
類
、
ま
た
は
、
州
法
に
も
と
づ
く
、
も
し
く
は
州
法
に
反
し
な

い
か
か
る
危
険
の
管
理
を
行
う
こ
と
に
も
と
づ
く
善
意
の
給
付
プ
ラ
ン
の

条
件
を
設
定
、
後
援
、
遵
守
、
執
行
す
る
こ
と
。

（
３
）
本
法
律
の
適
用
を
受
け
る
人
ま
た
は
組
織
が
、
保
険
を
規
制
す

る
州
法
の
適
用
を
受
け
な
い
善
意
の
給
付
プ
ラ
ン
の
条
件
を
設
定
、
後

援
、
遵
守
、
執
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
上
記
の
（
１
）
、
（
２
）
、
（
３
）
は
、
第
Ｉ
章
お
よ
び
第
Ⅲ
章
の
規

定
を
か
い
く
ぐ
る
た
め
の
口
実
と
し
て
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
。

第
五
○
二
項
報
復
と
威
圧
の
禁
止

（
ａ
）
報
復
ｌ
い
か
な
る
個
人
も
、
そ
の
他
の
個
人
を
、
本
法
律
に

よ
っ
て
非
合
法
と
さ
れ
る
行
為
や
慣
行
に
反
対
し
た
と
い
う
理
由
で
、
ま
た

は
、
本
法
律
に
も
と
づ
く
調
査
、
訴
訟
手
続
き
、
聴
取
に
お
い
て
料
金
請
求

や
証
言
を
行
っ
た
、
ま
た
は
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
に
参
加
し
た
と
い
う
理
由

ロ
グ
ラ
ム
が
、
直
接
、
ま
た
は
被
指
名
人
を
通
じ
て
、
ま
た
は
、
州
内
一

般
通
信
事
業
者
の
規
制
を
通
じ
て
、
か
か
る
州
に
お
け
る
電
気
通
信
リ
レ

ー
・
サ
ー
ビ
ス
を
、
上
記
の
（
ｄ
）
の
も
と
で
委
員
会
に
よ
っ
て
策
定
さ

れ
た
省
則
の
要
件
を
満
た
す
形
で
聴
覚
障
害
者
お
よ
び
言
語
障
害
者
に
利

用
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
州
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
認
可
す
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）
資
金
調
達
方
法
ｌ
上
記
の
（
ｄ
）
で
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合

を
除
き
、
委
員
会
は
、
か
か
る
州
が
州
内
電
気
通
信
リ
レ
ー
・
サ
ー
ビ
ス

の
資
金
調
達
の
た
め
に
実
施
す
る
方
法
の
み
に
も
と
づ
い
て
州
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
認
可
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
４
）
認
可
の
停
止
ま
た
は
取
消
し
ｌ
通
知
お
よ
び
聴
取
機
会
の

後
、
認
可
が
も
は
や
保
証
さ
れ
な
い
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
委
員
会

は
、
か
か
る
認
可
を
停
止
ま
た
は
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
９
）
苦
情
ｌ

（
１
）
苦
情
の
付
託
ｌ
あ
る
州
に
お
け
る
州
内
電
気
通
信
リ
レ
ー
・

サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
本
項
違
反
を
申
し
立
て
る
苦
情
が
委
員
会
に
申
し
立

て
ら
れ
、
上
記
の
（
ｆ
）
に
も
と
づ
く
か
か
る
州
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
可

が
有
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
会
は
か
か
る
苦
情
を
か
か
る
州
に
付
託

す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
委
員
会
の
管
轄
権
ｌ
上
記
の
（
１
）
の
も
と
で
苦
情
を
州
に

付
託
し
て
以
後
、
委
員
会
は
、
以
下
の
場
合
に
限
り
、
か
か
る
苦
情
に
対

し
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す
る
ｌ

（
Ａ
）
か
か
る
州
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
と
で
の
か
か
る
苦
情
に
つ
い
て

の
最
終
的
措
置
が
、
か
か
る
州
に
よ
っ
て
以
下
の
期
間
に
と
ら
れ
な
か

で
、
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
ｂ
）
妨
害
、
威
圧
、
威
嚇
１
本
法
律
に
よ
っ
て
授
与
ま
た
は
保
護
さ

れ
た
権
利
を
行
使
ま
た
は
享
受
す
る
人
に
対
し
て
、
ま
た
は
、
か
か
る
権
利

を
行
使
ま
た
は
享
受
し
た
と
い
う
理
由
で
、
ま
た
は
、
か
か
る
権
利
の
行
使

ま
た
は
享
受
の
面
で
他
人
を
助
け
た
、
も
し
く
は
行
使
ま
た
は
行
使
を
他
人

に
奨
励
し
た
と
い
う
理
由
で
、
威
圧
、
威
嚇
、
脅
迫
、
妨
害
を
行
う
こ
と
は

非
合
法
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
。
）
救
済
措
置
と
手
続
き
１
本
法
律
の
第
一
○
七
項
、
二
○
五
項
、

三
○
八
項
の
も
と
で
利
用
可
能
な
救
済
措
置
お
よ
び
手
続
き
は
、
上
記
の

（
ａ
）
と
（
ｂ
）
の
違
反
に
よ
っ
て
権
利
を
損
な
わ
れ
た
人
に
利
用
可
能
で

あ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
○
三
項
州
の
免
責

合
衆
国
憲
法
修
正
第
二
条
に
も
と
づ
き
、
州
は
、
本
法
律
の
違
反
に
関

し
て
、
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
を
免
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
本
法
律
の

違
反
に
関
す
る
、
州
を
相
手
取
っ
た
訴
訟
に
お
い
て
は
、
救
済
措
置
（
法
律

上
と
衡
平
注
上
両
方
の
救
済
措
置
を
含
む
）
は
、
州
以
外
の
公
的
ま
た
は
民

間
の
事
業
体
を
相
手
取
っ
た
訴
訟
に
お
い
て
か
か
る
違
反
に
関
し
て
利
用
可

能
な
も
の
と
同
程
度
ま
で
、
か
か
る
違
反
に
関
し
て
利
用
可
能
で
あ
る
。

第
五
○
四
項
「
建
築
物
と
交
通
機
関
に
関
す
る
改
善
命
令
委
員
会
」
に
よ

る
省
則

（
ａ
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
公
布
１
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
六
か
月
以

内
に
、
「
建
築
物
と
交
通
機
関
に
関
す
る
改
善
命
令
委
員
会
」
は
、
第
Ⅱ
章

お
よ
び
第
Ⅲ
章
の
規
定
に
沿
っ
て
現
行
の
「
ア
ク
セ
シ
プ
ル
な
設
計
に
関
す

る
最
低
限
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び
要
件
」
（
昌
旨
一
目
巨
目
の
昌
号
］
目
の
の

第
五
○
一
項
解
釈

（
ａ
）
’
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
薑
ン
法
１
本
法
律
中
の
い
か
な

る
語
句
も
、
’
九
七
三
年
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法
第
ｖ
章
（
＄
□
・
の
．
○
・

ろ
っ
以
下
）
ま
た
は
か
か
る
章
に
従
っ
て
連
邦
機
関
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た

省
則
の
も
と
で
義
務
付
け
ら
れ
た
範
囲
以
下
に
適
用
範
囲
を
縮
小
す
る
。
ま

た
は
、
か
か
る
も
と
で
適
用
さ
れ
る
基
準
を
下
回
る
基
準
を
適
用
す
る
も
の

と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
ｂ
）
そ
の
他
の
法
律
１
本
法
律
中
の
い
か
な
る
語
句
も
、
本
法
律
に

っ
た
場
合
ｌ

（
ｉ
）
か
か
る
州
に
苦
情
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
一
八
○
日
以
内
、

ま
た
は
、

（
Ｈ
）
か
か
る
州
の
省
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
、
よ
り
短
い
期

間
内
。
ま
た
は
、

「
（
Ｂ
）
か
か
る
州
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
も
は
や
上
記
（
ｆ
）
に
も
と
づ

く
認
可
を
受
け
る
資
格
な
し
と
委
員
会
が
判
断
す
る
場
合
」

（
ｂ
）
付
随
的
改
正
’
一
九
三
四
年
通
信
二
三
の
○
三
以

下
）
は
以
下
の
改
正
が
な
さ
れ
る
ｌ

（
１
）
第
二
項
（
ｂ
）
（
含
ロ
・
の
。
。
．
』
己
（
す
）
）
中
の
「
第
一
一
一
一
四

項
」
を
削
除
し
、
「
第
一
一
二
四
項
お
よ
び
第
一
一
一
一
五
項
」
を
挿
入
。

（
２
）
第
二
二
四
項
（
ｂ
）
（
ミ
ロ
・
の
．
○
・
層
』
（
す
）
）
中
の
「
第
一
一
一
○

一
項
」
を
削
除
し
、
「
第
一
三
五
項
お
よ
び
第
一
一
一
○
一
項
」
を
挿
入
。

第
Ｖ
章
ｌ
雑
則

Ｉ 
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（
ｄ
）
補
助
金
と
契
約
ｌ

（
１
）
原
則
１
本
法
律
を
実
施
す
る
責
任
を
も
つ
各
省
庁
は
、
本
法

律
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
個
人
、
営
利
団
体
、
（
教
育
機
関
お
よ

び
、
本
法
律
の
も
と
で
権
利
ま
た
は
義
務
を
有
す
る
個
人
を
代
表
す
る
集

団
ま
た
は
団
体
を
含
む
）
非
営
利
団
体
に
補
助
金
を
与
え
た
り
、
そ
れ
ら

と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
情
報
の
普
及
ｌ
か
か
る
補
助
金
や
契
約
は
、
と
り
わ
け
、
本

法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
権
利
と
義
務
に
関
す
る
情
報
の
広
範
な
普
及

を
確
保
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
本
法
律
の
効
果
的
な
遵
守
の
た
め
の
技
術

に
関
す
る
情
報
と
技
術
援
助
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
。
）
援
助
を
受
け
な
い
こ
と
ｌ
本
法
律
の
適
用
を
受
け
る
雇
用
主
、

公
共
的
施
設
、
そ
の
他
の
事
業
体
は
、
本
項
の
も
と
で
の
技
術
援
助
を
受
け

な
い
こ
と
を
理
由
に
、
本
法
律
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
免
除
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
も
の
と
す
る
。

第
五
○
七
項
連
邦
原
生
環
境
保
全
地
域
Ｓ
＆
の
国
］
君
』
］
号
『
ロ
の
ｍ
の

少
尉
四
巴
。

（
ａ
）
調
査
ｌ
全
米
障
害
者
評
議
会
は
、
原
生
環
境
指
定
お
よ
び
原
生

環
境
土
地
管
理
慣
行
が
、
原
生
環
境
保
全
法
（
岳
ロ
・
の
．
○
巨
筥
以
下
）

の
も
と
で
設
け
ら
れ
て
い
る
全
米
原
生
環
境
保
全
シ
ス
テ
ム
９
寓
竺
８
口
】

三
三
の
日
・
の
、
溥
①
ｍ
の
爲
薗
菌
・
ロ
の
］
伽
（
の
日
）
を
使
用
・
享
受
す
る
障
害
者

の
能
力
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
て
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

（
ｂ
）
報
告
書
の
提
出
１
－
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
全
米

障
害
者
評
議
会
は
、
上
記
の
（
ａ
）
の
も
と
で
義
務
付
け
ら
れ
た
報
告
書
を

四
昌
宛
の
Ｃ
昌
局
の
曰
の
貝
の
閑
・
円
鈩
○
・
の
の
の
ぎ
］
の
己
の
の
』
ぬ
曰
）
を
補
完
す
る
最
低

限
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
布
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ｂ
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
ｌ
上
記
の
（
２
）
の
も
と
で
公
布
さ
れ

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
建
築
物
、
施
設
、
車
両
が
、
建
築
・
設
計
、
輸
送
、

通
信
の
面
で
、
障
害
者
に
ア
ク
セ
シ
プ
ル
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め

の
、
本
法
律
と
一
貫
性
を
も
つ
、
付
加
的
な
要
件
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

第
五
○
五
項
弁
護
士
料

本
法
律
に
従
っ
て
開
始
さ
れ
る
訴
訟
ま
た
は
行
政
手
続
き
に
お
い
て
、
裁

判
所
ま
た
は
機
関
は
、
そ
の
裁
量
に
よ
り
、
合
衆
国
を
除
く
勝
訴
側
に
、
訴

訟
費
用
を
含
む
妥
当
な
弁
護
士
科
、
お
よ
び
費
用
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
合
衆
国
は
、
上
記
に
関
し
て
民
間
の
個
人
と
同
じ
責
任
を
も
つ
も
の

と
す
る
。

第
五
○
六
項
技
術
援
助

（
ａ
）
援
助
に
関
す
る
プ
ラ
ン
ー

（
１
）
原
則
１
本
法
律
の
制
定
日
か
ら
一
八
○
日
以
内
に
、
司
法

長
官
は
、
雇
用
機
会
均
等
委
員
会
委
員
長
、
運
輸
長
官
、
全
米
障
害
者
評

議
会
（
三
四
威
・
目
］
○
○
百
・
】
」
。
□
豆
の
囚
亘
］
辱
己
、
建
築
物
と
交
通
機
関

に
関
す
る
改
善
命
令
委
員
会
委
員
長
、
連
邦
通
信
委
員
会
委
員
長
と
協
議

の
上
、
本
法
律
の
適
用
を
受
け
る
事
業
体
、
な
ら
び
に
他
の
行
政
機
関
お

よ
び
委
員
会
が
本
法
律
の
も
と
で
の
か
か
る
事
業
体
、
機
関
、
委
員
会
の

責
任
を
理
解
す
る
こ
と
を
助
け
る
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
プ
ラ
ン
の
公
示
ｌ
司
法
長
官
は
、
行
政
手
続
法
ａ

ご
・
の
．
○
・
ｍ
四
以
下
）
に
従
っ
て
国
民
の
見
解
を
問
う
た
め
、
上
記
の
（
１
）

で
述
べ
ら
れ
た
プ
ラ
ン
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

議
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
○
八
項
服
装
倒
錯
者
（
日
日
ロ
の
ぐ
の
⑩
三
の
８
．

本
法
律
の
も
と
で
は
、
単
に
服
装
倒
錯
者
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
個
人
に

は
層
蔓
呈
巨
ま
た
は
「
障
害
」
と
い
う
用
語
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
五
○
九
項
議
会
の
包
含

本
法
律
ま
た
は
合
衆
国
法
の
そ
の
他
の
規
定
に
か
か
わ
り
な
く
、
本
法
律

の
規
定
は
、
全
体
と
し
て
、
上
院
、
下
院
、
お
よ
び
議
会
ま
た
は
両
院
の
す

べ
て
の
手
段
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
一
○
項
不
法
薬
物
使
用

（
ａ
）
本
法
律
の
も
と
で
は
、
「
障
害
者
」
に
は
不
法
薬
物
使
用
者
は
含

ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
が
、
監
督
下
の
薬
物
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
成
功
狸
に
終
了
し
た
個
人
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
方
法
で
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
成
功
し
て
も
は
や
不
法
薬
物
を
使
用
し
て
い
な
い
個
人
は

含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ｂ
）
た
だ
し
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
適
用
対
象
事
業
体
の
場
合

に
は
、
不
法
薬
物
を
使
用
す
る
個
人
が
そ
れ
以
外
の
点
で
は
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
資
格
が
あ
る
な
ら
ば
、
不
法
薬
物
の
使
用
を
理
由
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス

の
享
受
を
拒
否
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

第
五
二
項
定
義

本
法
律
の
も
と
で
は
、
「
障
害
」
と
い
う
用
語
は
、
Ｃ
の
言
１
国
甲
閃
（
ア

メ
リ
カ
精
神
医
学
会
精
神
疾
患
診
断
統
計
マ
ー
ニ
ァ
ル
・
第
Ⅲ
期
修
正
版
）

で
定
義
さ
れ
て
い
る
、
医
学
的
治
療
の
結
果
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
「
同
性

愛
」
、
「
両
性
愛
」
、
「
服
装
倒
錯
」
、
「
小
児
愛
」
、
「
性
倒
錯
」
、
「
露

出
症
」
、
「
窃
視
症
」
、
「
強
迫
賭
博
症
」
、
「
盗
癖
」
、
「
放
火
癖
」
、

（
ｂ
）
機
関
お
よ
び
公
的
援
助
ｌ
司
法
長
官
は
、
上
記
の
（
ａ
）
を
実

施
す
る
際
に
は
、
全
米
障
害
者
評
議
会
、
障
害
者
雇
用
大
統
領
委
員
会
、
中

小
企
業
庁
、
商
務
省
を
含
む
、
他
の
連
邦
機
関
の
援
助
を
仰
ぐ
権
限
を
も
っ

て
い
る
。

（
ｃ
）
実
施
ｌ

（
１
）
契
約
権
限
１
本
法
律
を
実
施
す
る
責
任
を
も
つ
各
省
庁
は
、

本
法
律
の
も
と
で
権
利
ま
た
は
責
任
を
も
つ
個
人
お
よ
び
機
関
へ
の
技
術

援
助
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
各
章
の
実
施
ｌ

（
Ａ
）
第
Ｉ
章
ｌ
雇
用
機
会
均
等
委
員
会
と
司
法
長
官
は
、
第
Ｉ

章
に
関
す
る
、
上
記
の
（
ら
に
記
さ
れ
た
援
助
プ
ラ
ン
を
実
施
す
る

も
の
と
す
る
。

（
Ｂ
）
第
Ⅱ
章
ｌ

（
ｉ
）
原
則
ｌ
下
記
の
（
Ⅱ
）
で
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

き
、
司
法
長
官
は
、
第
Ⅱ
章
に
関
す
る
か
か
る
援
助
プ
ラ
ン
を
実
施

す
る
も
の
と
す
る
。

（
繭
）
例
外
’
第
二
○
三
項
に
関
し
て
は
、
運
輸
長
官
が
か
か

る
援
助
プ
ラ
ン
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ｃ
）
第
Ⅲ
章
ｌ
司
法
長
官
は
、
運
輸
長
官
お
よ
び
建
築
物
と
交

通
機
関
に
関
す
る
改
善
命
令
委
員
会
と
連
絡
調
整
の
上
、
第
Ⅲ
章
に
関

す
る
か
か
る
援
助
プ
ラ
ン
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
Ｄ
）
第
Ⅳ
章
１
１
連
邦
通
信
委
員
会
委
員
長
は
、
司
法
長
官
と
連

絡
調
整
の
上
、
第
Ⅳ
章
に
関
す
る
か
か
る
援
助
プ
ラ
ン
を
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。






